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○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 報告第 １号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況説明書の提 

                 出について（市長提出） 

   日程 第 ４ 報告第 ２号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

                 （市長提出） 

   日程 第 ５ 議案第１１号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ６ 議案第 ７号 那須烏山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動 

                 の公費負担に関する条例の一部改正について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ７ 議案第 ８号 那須烏山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

                 の一部改正について（市長提出） 
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                 ついて（市長提出） 
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                 いて（市長提出） 

   日程 第１０ 議案第 １号 令和４年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第１１ 議案第 ２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 
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   日程 第１２ 議案第 ３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第 

                 １号）について（市長提出） 
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                 号）について（市長提出） 
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                 ２号）について（市長提出） 

   日程 第１５ 議案第 ６号 令和４年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第２号） 

                 について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第１２号 那須烏山市過疎地域持続的発展計画の変更について（市 

                 長提出） 
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   日程 第１７ 議案第１３号 令和３年度那須烏山市水道事業会計未処分利益剰余金の 

                 処分について（市長提出） 

   日程 第１８ 認定第 １号 令和３年度那須烏山市一般会計決算の認定について（市 

                 長提出） 

   日程 第１９ 認定第 ２号 令和３年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認定 

                 について（市長提出） 

   日程 第２０ 認定第 ３号 令和３年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２１ 認定第 ４号 令和３年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の認 

                 定について（市長提出） 

   日程 第２２ 認定第 ５号 令和３年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第２３ 認定第 ６号 令和３年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算の 

                 認定について（市長提出） 

   日程 第２４ 認定第 ７号 令和３年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２５ 認定第 ８号 令和３年度那須烏山市水道事業会計決算の認定について 

                 （市長提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開会］ 

○議長（渋井由放）  皆さん、おはようございます。今年はいちご一会とちぎ国体が開催さ

れますので、この那須烏山市はアーチェリー競技ということでございますけれども、ＰＲのた

めに市長、副市長、教育長、そして私のところにミニのぼり旗を掲げ、ＰＲをさせていただい

ておりますので、どうぞ御理解をいただきたいと思います。 

 傍聴席の皆様方には、お忙しい中、議場に足をお運びいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 ただいま出席している議員は１６名全員でございます。定足数に達しておりますので、令和

４年第５回那須烏山市議会９月定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長、副市長、教

育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めておりますので御了解願います。 

 次に、本日からの定例会に当たり、去る８月３０日に議会運営委員会を開き、議会運営委員

会の決定に基づき会期及び日程を編成しましたので、御協力くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（渋井由放）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第８７条の規定により、議長において指名いたします。会議録署名議員に、 

        ７番 矢板清枝議員 

        ８番 滝口貴史議員を指名いたします。 

                                    

     ◎日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（渋井由放）  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。この定例会の会期は、さきに送付したとおり、本日から９月２１日まで

の１６日間としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から１６日間に決定いたしました。なお、会期中の会議の日程は、送付
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してあります会期日程表により行いますので御協力を願います。 

                                    

     ◎日程第３ 報告第１号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況説明書の提 

                 出について 

 

○議長（渋井由放）  日程第３ 報告第１号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況

説明書の提出についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第１号、説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、一般財団法人那須烏山市農業公

社から提出された令和３年度経営状況説明書について報告するものであります。 

 農業公社は、一般財団法人として、市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想により、地域や自治体からの強い要請を踏まえ、農業の振興と農業者の経済的・社会的地

位の向上に寄与することを目的に、農地の集積・集約化を図る農地利用集積円滑化事業をはじ

め、農業用機械と施設の共同利用推進事業、認定農業者、営農集団及び農業生産法人の育成・

支援事業など、様々な公益事業に取り組んでおります。 

 また、農作業の受委託事業をはじめ、病害虫防除の航空散布受託事業、飼料用稲（ＷＣＳ）

の供給事業を主とする収益事業は、農業公社が出資する株式会社アグリ那須烏山が行っており

ます。 

 昨今の農業情勢は、農業従事者の兼業化や高齢化、後継者不足に加え、耕作放棄地の増加に

伴い、ますます農業経営基盤の脆弱化や農業生産力の低下を招いております。 

 このような中、農業公社に寄せられる農家からの要望は多種多様であり、その責務は非常に

大きいものであります。現在は、地域の担い手への農地利用の集積・集約化による農地バンク

事業活用の推進、担い手の育成・確保などを担う公益法人としての農業公社と、農作業の受託

事業などを担う収益法人としての株式会社アグリ那須烏山との両輪により、様々な農業の諸問

題を解決するための重要な担い手として、また、地域農業の活性化を推進する組織として、農

家の大きな受皿となるため、その役割を果たしているところであります。 

 現在の財政状況は、市補助金等を活用しながら、年々、安定的な経営に近づいているところ

ではありますが、公益事業と収益事業の分離化による効率的・効果的な事業の展開を期待する

ところであります。 
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 以上、一般社団法人那須烏山市農業公社の経営状況について報告をいたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 本件は報告案件でありますが、この際、質疑があればこれを許します。質疑はございません

か。 

 １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  農業公社については、この間の議員全員協議会で担当の方から説明

を受けて、中身についてはある程度、質疑がされたかなと思うんですけども、非常に農業をめ

ぐる情勢が、私も今度、一般質問でやりますけども、真面目に転作していても、５年間、田ん

ぼに水を入れなければ転作とはみなさないということで、直接交付金を減らしてしまうと、こ

ういうようなことや、あるいは米価についても、若干コシヒカリは持ち直しはしておりますが、

再生産価格に対応できないというか、非常に米価が安いということで、水田の貸し借りをして

いる農家の皆さんが、借りても結局、採算が取れないからもう借りたくないということで、高

齢化も進んでおりますし、そういう中で、本当に農業をめぐる情勢は極めて厳しい状況でござ

います。 

 そういう中で、農業公社の果たしている役割というのは非常に大きいものがあるなと思うん

ですが、そう言いながらも農業公社の経営についても見通しを立てなければなかなか進まない

のかなと思いますので、農業を取り巻く諸情勢の中で今後、農業公社が進むべき方向、果たす

べき役割と、その辺をどんなふうに行政当局は考えていらっしゃるか、御答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  農業公社の今後の役割についてでございます。 

 農業交渉につきましては、８月３０日の議員全員協議会で事務局長、次長より詳細について

は御説明申し上げたところでございます。 

 農業公社、最も重要な事業でございます農地利用集積円滑化事業等の広域事業が一部、農地

バンク事業などに合併になりますので、若干、広域事業の縮小というのはございますけども、

今、平塚議員から御質問あったように、高齢化であるとか担い手不足に対する農業公社の役割

というのは、まだまだこれから重要になってくるところでございます。農地の貸し借りをはじ

め、様々な農家の負託に応えるべき農業公社でなくてはならないと考えてございます。 

 ただし一方で、農業公社とアグリ那須烏山の職員が社員と兼務していたり、農業公社の事務

所の場所であったり農機具の格納庫についても共有があったりと、運営面、経営面、人材面に

おいて様々な課題が山積してございます。これらを解決すべく、毎年、塩谷南那須農業振興事

務所、農協、市、公社と、それぞれその辺の課題についての検討を図っているところではござ
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いますけども、今現在、農業公社アグリ那須烏山の役割、メリット・デメリット、非常に明確

に把握してございます。まずは地域農業をいかに衰退させないかということを最優先に考えま

して、今後とも農業公社の在り方、さらにはアグリ那須烏山の運営の在り方、慎重に協議・検

討を図ってまいりたいと思いますので、今後ともいろいろ御指導をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  そういうことでございまして、様々な今後の課題があるわけですが、

とりわけ高齢化に伴う離農がどんどん進んでおります。そういう中で、いわゆる貸し借りがう

まくいかなくて、耕作放棄地がどんどん広がると、こういうことでは困りますので、これは農

業委員会の大きな分野かなと思うんですが、さりとて行政のほうも連携をしながら、耕作放棄

地がどんどん広がらないように、あるいは農業後継者というんですかね、集団でもいいんです

が、団体でもいいんですが、そういうところに農地を引き継いで、農業が衰退しないように進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、報告第１号 一般財団法人那須烏山市農業

公社の経営状況説明書の提出については、報告のとおりでありますので、御了解願います。 

                                    

     ◎日程第４ 報告第２号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

○議長（渋井由放）  日程第４ 報告第２号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率

についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第２号につきまして、説明を申し上げます。 

 本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和３年度決算に係る健全化

判断比率及び資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類について、監査委員の審査に付

しましたので、その意見をつけて報告するものであります。 

 健全化判断比率の４つの比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率並びに将来負担比

率につきましては、該当はありませんでした。 

 実質公債費比率につきましては６.４％で、前年度比同率であります。 
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 資金不足比率につきましては、該当がありません。 

 健全化判断比率につきましては、いずれも健全団体に該当しており、私が進めております厳

しい財政状況の立て直しの取組成果が着実に表れていると考えております。しかしながら、コ

ロナ禍における経済対策、原油・物価高騰対策や、後年度において取り組むべき施設の集約化

や整備事業に多大な財源が必要なことから、決して楽観視することなく、さらなる行財政改革

に取り組み、引き続き健全な財政運営を図ってまいる所存であります。 

 以上、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率について御報告いたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。本件も報告案件でありますけ

れども、この際、質疑があればこれを許します。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  この報告は毎年、監査委員さんの意見を付して報告されているとこ

ろなんですが、この数値も重要なんですが、それ以外に私は２点ほど参考のためにお伺いした

いと思います。それは、令和３年度の本市の経常収支比率、それと自主財源比率、これは何％

になったかについてお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  御質問いただいた件でございますが、まず、経常収支比率で

ございます。令和３年度、８３.８％でございます。参考までに、行財政報告書３８ページに

財政分析指標を掲載しておりますので、御覧いただければと思います。 

 次に、自主財源比率でございます。２９.３％になります。前年引いて２％減ということで、

これも参考までに、決算書一番後ろに、４０２ページに、自主財源と依存財源の率をそれぞれ

掲載させていただきましたので、御覧いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  課長、私も決算書を見ましたから、今の数値については、質問をし

た後、見て分かったわけなんですが、一応質問ということで出しておいたものですから、質問

させてもらったわけです。 

 了解いたしました。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、報告第２号 令和３年度健全化判断比率及

び資金不足比率については、報告のとおりでありますので、御了解願います。 
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     ◎日程第５ 議案第１１号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について 

 

○議長（渋井由放）  日程第５ 議案第１１号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意につ

いてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１１号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、教育長を除く教育委員４名のうち、阿久津昌子委員の任期が令和４年１１月２９日

をもって満了となることに伴い、新たな委員として、坂本浩之氏を任命したく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでありま

す。 

 坂本氏は、これまでの３８年間、県立高校の教諭として勤務され、中でも烏山女子高等学校

及び烏山高等学校に通算で２３年間勤務されるなど、この地域の教育行政に精通されており、

教育や学術に対する幅広い知識と深い識見を有しております。 

 また、平成２９年度から取組を開始しました烏山学の発足時において、烏山高等学校校長と

して、本市との事業連携に御尽力いただくなど、地域教育の振興にも積極的に取り組み、円

満・高潔な人格と併せて地域の信望も厚く、本市の教育施策の総合的な推進を進めるため、教

育委員として適任であります。 

 なお、今回、御勇退されます阿久津昌子氏は、平成２６年１１月３０日から２期８年にわた

り教育委員を務められ、本市の教育行政の振興・発展に多大なる貢献をされました。これまで

の御尽力と御活躍に、深く敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 
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 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

 １０番相馬正典議員。 

〔１０番 相馬正典 登壇〕 

○１０番（相馬正典）  １０番、相馬でございます。ただいま上程されました議案第１１号 

那須烏山市教育委員の任命同意について、私は賛成の立場から討論を行います。 

 新たに任命される坂本浩之氏は、本市の御出身で、烏山高等学校を卒業後、宇都宮大学に進

学・卒業され、栃木県立高校の教諭として３８年間勤務されました。坂本氏はその間、烏山女

子高等学校に１５年、烏山高等学校に８年勤務されており、烏山高等学校に勤務されていた平

成２４年に教頭として、平成２９年から令和３年までは校長として、地域の教育行政を牽引さ

れました。 

 坂本氏は、教育に関しまして高い識見を有することはもちろんでありますが、烏山高等学校

の校長時代に烏山学の取組を開始し、その中で市議会との意見交換会を実施し、また、吹奏楽

部による議場コンサートを開催するなど、本市議会の運営に関しましても深く関わっていただ

いたことは、議員の皆様も御承知のことと存じます。 

 このような観点から、坂本氏のこれまでの教育行政実績はもちろんのこと、今後の本市が目

指す教育目標を推進するために重要な人材であり、教育委員として適任者であると考えるもの

であります。 

 議員各位におかれましても、私が述べた賛成の趣旨に全会一致で御同意いただけるよう、お

願い申し上げるところであります。 

 以上、私の賛成討論といたします。 

○議長（渋井由放）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第５ 議案第１１号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について、

原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 
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     ◎日程第６ 議案第７号 那須烏山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動 

                 の公費負担に関する条例の一部改正について 

 

○議長（渋井由放）  日程第６ 議案第７号 那須烏山市の議会の議員及び長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第７号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令が一部改正されたことに伴い、本市条例に

ついても所要の改正をするものであります。 

 改正内容につきましては、那須烏山市議会議員及び那須烏山市長の選挙における選挙運動用

自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る限度額

について、国政選挙に準じて引き上げるものであります。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由

の説明といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  ３点ほどお伺いいたします。 

 今、市長の説明によりますと、国政選挙並みということなんですが、国会議員の選挙の際も、

今回の使途のこういった諸費用の負担というのは同額なのかどうか、全く同じなのか、これが

１点です。 

 ２点目は、今回、公費負担が引き上げられるわけなんですが、そうしますと、候補者１人当

たり市の負担額というのはどのぐらい増額になるものか。これが２点目です。 

 もう一点、お伺いします。今年４月、我々の市議会議員の選挙があったんですが、その際の

実負担額、候補者１人当たり公費負担額は幾らになったかについてお伺いします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  国政選挙と今回の改正に伴う市の比較でございますが、国に準じ

た引上げですから、同額になるということになります。ただし、国政選挙ですと、ビラの枚数

等がありますので、そういった枚数制限は違いがあるということだけ御理解願いたいと思いま
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す。 

 それから、引上げに伴う市の負担額の増、候補者１人当たり、市議会議員選挙であれば、

１万１,３００円程度、市長選になれば１万４,０００円程度、増額になるということになりま

す。 

 それから、今回行われました４月執行の市議会議員選挙の実際の負担額でございます。それ

ぞれ限度額が違っておりますので、全体総額から１７人の立候補者を割り返した結果、４９万

３,０００円程度、１人負担になってございます。 

 以上です。 

○１４番（中山五男）  了解しました。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第６ 議案第７号 那須烏山市の議会の議員及び長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 日程第７ 議案第８号 那須烏山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正

について及び日程第８ 議案第９号 那須烏山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついての２議案については、関連がございますので、一括して議題としたいと思いますが、御
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異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                   

     ◎日程第７ 議案第８号 那須烏山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

                 の一部改正について 

     ◎日程第８ 議案第９号 那須烏山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に 

                 ついて 

 

○議長（渋井由放）  よって、議案第８号及び議案第９号の２議案については、一括して議

題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第８号及び議案第９号につきましては、人事院規則の改正に伴う

本市条例の所要の改正でありますことから、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第８号についてでございます。 

 本案は、国家公務員の妊娠・出産・育児等の仕事との両立支援を目的として人事院規則が改

正されたことに伴い、本市条例においても、国家公務員の措置との均衡を図るため、所要の改

正をするものであります。 

 改正内容につきましては、職員の妻が出産した場合において、当該職員が育児参加のため休

暇を取得することができる期間を、「出産日後８週間を経過する日」から「出産の日以後１年

を経過する日」に拡大するものであります。 

 なお、施行日につきましては、人事院規則の施行日と合わせて、令和４年１０月１日として

おります。 

 次に、議案第９号についてであります。 

 本案は、国家公務員の妊娠・出産・育児等の仕事の両立支援を目的として人事院規則が改正

されたことに伴い、国家公務員の育児休業の取得制限の緩和や、非常勤職員の育児休業取得要

件の緩和等が講じられることから、本市条例においても、国家公務員の措置との均衡を図るた

め、所要の改正をするものであります。 

 以上、議案第８号から議案第９号まで一括して提案理由の説明を申し上げました。何とぞ慎

重に御審議の上、可決、決定賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 
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 なお、議案第９号の詳細につきましては、総務課長からこの後、説明をさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  それでは、議案第９号の詳細について御説明申し上げます。 

 改めてこの条例の改正の目的について申し上げます。労働者の妊娠・出産・育児などと仕事

を両立できる職場環境の整備が求められている状況の中で、男性職員の育児参加や女性職員の

さらなる活躍を目的として、非常勤を含めた職員が育児休業等を取得しやすい環境を整備する

などの法改正が国家公務員に行われたことから、これに倣い、地方公務員についても同様の措

置を講ずるため、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等の必要な改正を行うものでありま

す。 

 それでは、１ページ目をお開きください。改正条例第２条第４号ア（ア）の内容について申

し上げます。 

 非常勤職員が、子の出生後５７日以内に育児休業を取得する場合の要件について、現行条例

では、「子が１歳６か月に達する日まで、引き続き採用され、または更新の見込みがある場

合」と定められておりましたが、要件を緩和し、「子の出生の日から５７日間の末日から６月

を経過するまで引き続き採用され、または更新の見込みがある場合」と改定し、子の出生の日

から５７日間以内の育児休業を取得しやすくなるよう、所要の改正を行ったものであります。 

 続きまして、１ページ目から４ページまでに記載がある改正条例第２条第４号イ、第２条の

３第３号及び第２条の４の内容について、申し上げます。 

 これらは、非常勤職員の子の１歳到達日以後の育児休業の取得について、柔軟化を図るため

の改正であり、これまでの現行条例においては、非常勤職員の子の１歳到達日以後に育児休業

を取得する場合は、育児休業の開始時点が１歳または１歳６か月時点に限定されていたため、

期間途中で夫婦交代による育児休業を取得することができなかったものが、１歳から１歳６か

月及び１歳６か月から２歳までの各期間、１回まで、夫婦交代で育児休業が取得可能となるよ

うに、所要の改正を行うものであります。 

 次に、４ページ、現行条例第３条第５号の改正内容について申し上げます。 

 育児休業の取得改正は、従来、同一の子について、原則１回までとされており、条例で定め

る特別な事情がある場合に限り、再度の育児休業を請求することができるとされておりました

が、これが今般の法改正により、育児休業の取得が原則２回まで可能となることに伴い、現行

条例で定めております育児休業等計画書の申出、及び復帰後３か月以上の期間を経過すること

の要件について、再度の育児休業取得に係る申出及び経過期間が不要となることから、本規定

を廃止するものであります。 
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 続きまして、改正条例第３条第７号の内容について申し上げます。 

 本規定は、再度の育児休業取得に係る任期付職員の更新などの取扱いについて定めており、

引き続いての採用または更新による再度の育児休業について、現行条例では非常勤職員のみを

対象としていたものから、任期付職員も含めた取扱いとするよう、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 最後に附則ですが、この条例は、国の人事院規則と合わせて、令和４年１０月１日から施行

するものでございます。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださるようお願い申し上げます。 

 以上で詳細説明といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明及び詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  子育てに労働者の育児休業が取りやすくなるということは非常にあ

りがたいことなんですが、これまでの育児休業関係、取得状況はどんなふうになっていますで

しょうかね。なかなか忙しい職場の中でやりくりしながら、そういう育児休業を取れるように

計らっていただきたいと思うんですが、今の取得状況を説明いただきたいと思います。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  令和３年度の実績で申し上げますが、非常勤職員の育児休業の取

得というのは、今までもございません。今後、取りやすい環境が整備されたことから、さらに

周知を図り、会計年度任用職員が主たる該当になるかと思いますが、該当するような方がいれ

ば、そういったお話をさせていただきたいと思っております。 

 ちなみに、正職員の場合でございますが、男性職員におきましては、令和４年度につきまし

ては該当者が４名おりましたが、育児休業を取得している職員は、４名している状況でござい

ます。 

 それと、第８号の条例改正でございますが、勤務時間の休暇で、先ほど妻の出産に伴って休

暇を取る職員でございますが、令和３年度につきましても、やはり３人の男性職員が取ってお

りますので、併せて御報告申し上げます。 

 以上です。 

○１６番（平塚英教）  了解。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議事を進行し、これで質疑を打ち切ること
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に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第７ 議案第８号 那須烏山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の一部改正について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決いたしました。 

 日程第８ 議案第９号 那須烏山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、原

案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第９ 議案第１０号 那須烏山市子ども・子育て会議設置条例の一部改正に 

                  ついて 

 

○議長（渋井由放）  日程第９ 議案第１０号 那須烏山市子ども・子育て会議設置条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１０号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、令和４年６月２２日に公布されました、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律
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の整備に関する法律により、子ども・子育て支援法の一部が改正され、令和５年４月１日から

施行されることに伴い、本条例の引用部分に条ずれが発生するため、所要の改正を行うもので

あります。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由

の説明といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第９ 議案第１０号 那須烏山市子ども・子育て会議設置条例の一部

改正について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は、原案のとおり可決いたしました。 

 日程第１０ 議案第１号から日程第１５ 議案第６号までの令和４年度那須烏山市一般会計

補正予算（第３号）について、令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について、令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第１号）について、令

和４年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、令和４年度那須烏山市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）について、令和４年度那須烏山市水道事業会計補正予算

（第２号）の６議案については、いずれも令和４年度補正予算に関するものでありますことか

ら、一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１０ 議案第１号 令和４年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）に 

                  ついて 

     ◎日程第１１ 議案第２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 

                  （第２号）について 

     ◎日程第１２ 議案第３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算 

                  （第１号）について 

     ◎日程第１３ 議案第４号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第 

                  １号）について 

     ◎日程第１４ 議案第５号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算 

                  （第２号）について 

     ◎日程第１５ 議案第６号 令和４年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第２ 

                  号）について 

 

○議長（渋井由放）  よって、議案第１号から議案第６号までの６議案について一括して議

題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１号から議案第６号まで、一括して提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 まず、議案第１号 令和４年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）についてでございま

す。 

 本案は、令和４年度那須烏山市一般会計予算の歳入歳出をそれぞれ６億７８２万

４,０００円増額し、予算総額を１２０億２,７５３万４,０００円とするものであります。 

 今回は、道路整備や橋梁等維持管理などに加え、新型コロナウイルス感染症対策及び原油・

物価高騰対策に必要な補正予算を編成したものであります。また、橋梁等維持管理事業につき

ましては、継続費の追加及び各種システム再構築事業費、各観光施設の指定管理委託につきま

しては、翌年度以降の事業実施に必要な債務負担行為を追加するものであります。 

 では、主な内容を御説明いたします。 
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 まず、歳出であります。 

 総務費につきましては、ふるさと応援寄附金事業費は、ふるさと納税見込額の増額に伴う、

必要となる委託料等の計上であります。 

 ふるさと応援基金積立金は、ふるさと納税見込額の増額に伴う積立金の計上であります。 

 業務系・情報系システム管理運営費は、庁内ネットワークの充実を図るため、タブレットＰ

Ｃの整備や、無線ＬＡＮの機器を増設する経費等の計上であります。 

 地域交通対策費は、デマンド交通事業者を対象とした原油価格高騰に伴う補助金の計上であ

ります。 

 還付金事務費は、法人税の予定納税額と確定税額に多大な差が生じたことに伴う還付金の計

上であります。 

 民生費につきましては、障がい児支援事業費は、令和３年度分国・県負担金の精算に伴う償

還金の計上であります。 

 福祉センター施設整備費は、停電時にワクチン冷凍庫や事務室照明、水道ポンプ等の電力を

確保するための自家発電設備の更新費用等及び福祉センター駐車場多目的トイレのドアの修繕

等の計上であります。 

 衛生費につきましては、水道事業会計繰出金は、水道基本料金の減免に伴い、減収となる水

道事業会計への繰出金の計上であります。 

 農林水産業費につきましては、農業振興費は、農業収入が減少した農業者への支援金の給付

事業及び肥料、燃料、園芸施設設置、飼料等の補助金などの計上であります。 

 商工費につきましては、新型コロナウイルス対策商工業支援事業費は、経営状況の悪化した

市内事業者に対する支援金の不足額の増額及びプレミアム付商品券発行事業並びに飲食店等割

引券発行事業の補助金等の計上であります。 

 土木費につきましては、道路維持管理費は、通常時や豪雨災害時における道路の補修や支障

木の伐採に対応するための経費及び国体開催へ向けた周辺道路環境整備費の計上であります。 

 橋梁等維持管理費は、市道三箇小白井線青雲橋の補修工事費等の計上であります。 

 道路整備費は、県で現在、実施中の荒川災害復旧助成事業の落合橋に係る負担金等の計上で

あります。 

 清水川せせらぎ公園整備費は、子供たちの安全のため、老朽化したスプリング遊具について、

障害者対応及び障害者に配慮したものに更新するための工事費の計上であります。 

 消防費につきましては、消防施設管理費は、落雷被害のあった消防サイレン修繕等の計上で

あります。 

 教育費につきましては、南那須図書館運営費は、電子図書館サービス拡充費の計上でありま
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す。 

 烏山運動公園管理費は、運動公園出入口路盤の段差解消工事費の計上であります。 

 学校給食センター運営費は、高騰する学校給食食材の購入に係る交付金の計上であります。 

 災害復旧費につきまして、農地・農業用施設災害復旧事業費は、令和元年東日本台風により

被災した下川井地区橋梁の災害復旧工事において、工事の支障となる電線の移設及び復旧に係

る補償費の計上であります。 

 次に、歳入であります。 

 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の該当事業に対する交付

金、道路整備に対する交付金等であります。 

 県支出金は、農業新規就農者に対する補助金、株式会社アグリ那須烏山に対する機械整備事

業の補助金等であります。 

 寄附金は、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税に係る寄附金であります。 

 繰入金は、令和３年度決算に伴い精算される介護保険特別会計から一般会計への繰入金、林

道の整備に充てるための森林環境促進整備基金からの繰入金であります。 

 市債は、市道整備事業に対する過疎債や合併特例債の計上、辺地道路整備事業債等の同意額

に対する減額の計上であります。 

 なお、不足財源につきましては、前年度繰越金をもって措置いたしました。 

 次に、議案第２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

 本案は、国民健康保険特別会計事業勘定の歳入歳出をそれぞれ１７万４,０００円増額し、

補正後の予算総額を３２億８,００４万７,０００円とするものであります。 

 補正予算の内容は、本年４月に施行された未就学児の均等割額の減免を実施するに当たり、

国に対し保険料負担金を申請するため、国保事業報告システムの改修が必要となったため、そ

の経費を増額するものであります。 

 なお、財源につきましては、特別調整交付金及び前年度繰越金をもって措置をいたしました。 

 次に、議案第３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第１号）について

でございます。 

 本案は、熊田診療所特別会計の歳入歳出をそれぞれ２６１万４,０００円増額し、補正後の

予算総額を４,８９７万円とするものであります。 

 歳出の内容は、解析付心電計の更新、オンライン資格確認機器の導入及びそれに伴うレセプ

トコンピューターのバージョンアップを実施するに当たり、必要となる経費を計上するもので

あります。 
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 なお、財源につきましては、国庫支出金として、へき地診療所設備整備補助金、諸収入とし

て、オンライン資格確認等導入補助金及び前年度繰越金をもって措置いたしました。 

 次に、議案第４号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ございます。 

 本案は、介護保険特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ５,２９１万１,０００円増額し、補正

後の予算総額を２９億８３９万５,０００円とするものであります。 

 歳出の内容は、総務費、保険給付費及び前年度の保険給付費、地域支援事業費の実績に基づ

く国・県支出金等の精査に伴う償還金等の増額でございます。 

 なお、諸支出金の財源につきましては、前年度繰越金をもって措置いたしました。また、総

務費及び保険給付費の財源につきましては、国・県支出金及び一般会計繰入金等をもって措置

いたしました。 

 次に、議案第５号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

でございます。 

 本案は、下水道事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ５７６万４,０００円増額し、補正

後の予算総額を３億３,７３０万３,０００円とするものであります。 

 歳出の主な内容は、烏山水処理センターの放流水の水質悪化を防ぐための脱水汚泥量を増や

す必要が生じたことと、県土木事務所の田野倉の道路改良工事に伴う下水道管渠の布設替工事

のためであります。 

 なお、財源につきましては、一般会計繰入金をもって措置いたしました。 

 次に、議案第６号 令和４年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第２号）についてでござ

います。 

 本案は、水道事業会計予算の収益的収入を４９万９,０００円増額し、補正後の予算総額を

６億４,５８３万１,０００円とするものであります。 

 主な内容は、基本料金減免に伴う給水収益の減額及びそれに対する他会計繰入金の増額であ

ります。 

 また、収益的支出を１４４万２,０００円増額し、補正後の予算総額を５億４,３１０万

２,０００円とするものであります。 

 主な内容は、基本料金減免に伴う水道料金システムの改修費用及び熊田増圧ポンプ場の解体

費用であります。 

 また、資本的支出を３,２５１万６,０００円増額し、補正後の予算総額を４億９,７７９万

５,０００円とするものであります。 

 主な内容は、栃木県発注の道路改良工事に伴う配水管布設替工事であります。 
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 以上、議案第１号から議案第６号まで、一括して提案理由の説明を申し上げました。 

 何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 ここで休憩いたします。再開を１１時１０分といたします。 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１０分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 ６番青木敏久議員。 

○６番（青木敏久）  一般会計予算の清水川せせらぎ公園整備費、これにつきましては、集

中して審議を行うことを提案いたします。 

 と申しますのは、子育て世代の代表の方、夏の木陰プロジェクト様より要望書が提出され、

その中で、しっかりとした説明責任ということについて言及されております。また、先般の議

員全員協議会におきましても、経済建設常任委員長より、要望書を重く受け止め議論すべきと

の趣旨の発言もございました。さらには、栃木県ひとにやさしいまちづくり条例、また、本市

の公共施設等の管理に関する基本的な方針、これも重視すべきものだと考えます。 

 以上のことを踏まえまして、集中的に審議されることを提案いたすものであります。 

○議長（渋井由放）  ただいま、青木議員より提案がございました。まず、議案第１号中、

清水川せせらぎ公園整備工事に関する質疑を行い、その後、議案第１号のその他の部分から議

案第６号までの質疑を行うことで御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、まず議案第１号中、清水川せせらぎ公園整備費に関する質疑を行います。 

 質疑、ございますか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  では、まず初めに、私のほうからひとつ発言させていただきたいと

思います。 

 ただいま提案中の清水川せせらぎ公園遊具の整備に関する予算につきましては、障害者も遊

べる遊具の設置になりましたから、今回は議員全員が賛成するものと存じます。市長御存じの

とおり、栃木県条例の中に、ひとにやさしいまちづくり条例というのが平成１１年に制定され
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ております。もう２４年も前の話であります。 

 その中では、高齢者や障害者も安全で快適な日常生活を営めるような生活環境の整備に、県

も市町村も努めなければならないと定めてあるわけですね。その条例の中には当然、公園の遊

具の整備も含まれまして、高齢者、障害を持つ方全ての県民が安全に利用できるよう、整備を

求めているわけで、今回の補正予算につきましては、この遊具はこの条例にかなったものと思

っているわけであります。 

 もう一点、私、申し上げたいんですが、市町村が設置する公共施設である建築物、道路、公

衆用トイレの設置の際も、この県の条例に適用されるように、この際、全職員が認識された上、

これからの事業予算、これを議会に提案されるよう、強く要望いたします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  ありがとうございます。私の中でも、ひとにやさしいまちづくり条例

というのは、平成１１年にできていることは、皆さんのおかげで改めて知ることができました。

でもその前に、清水川せせらぎ公園は岩があって危ないということがありまして、それを取り

除きましょうといったときには、皆さんから反対をいただきました。もうちょっときちんと考

えて、計画的にやってくださいという話をいただきました。都市公園化という話もいただきま

したので、私どもでも精査をさせていただき、今のところ、岩を取ることではなく、まず遊具

が安全性がないので、それを変えたいということで、６月に提案させていただきました。 

 しかし、そのときにはユニバーサルデザインということで、皆さんに、もう少し障害者に優

しい遊具ではどうだと提案をいただきました。本当にありがたい御意見だと思っております。

今回、そのような形の遊具を設置することとさせていただきました。６月にも同じように答弁

をさせていただいたつもりなんですが、なかなかそれを認めてもらえなかったことが、ちょっ

と私の中では残念だなと思っております。 

 また、高齢者にということが今、中山議員からおっしゃられましたが、前回のときの清水川

せせらぎ公園の改修のときにも、最終的には高齢者も利用できる遊具をという案を提案させて

いただいたと思っております。そのときには、高齢者だけということで、きっと障害者という

のもそのときに含めればよかったのかなと、私どもで言葉が足りなかったなと反省しておりま

す。 

 今回の遊具に関しましては、皆さんと、障害者にということで提案をいただきましたので、

それに対して対応させていただくことにしました。 

 トイレのことですが、私どものほうも、もともとトイレのほうを改修したいということで提

案もさせていただきましたので、Ｃゾーンのほうは皆さんから御意見をいただきましたので、
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もう１回、ＣゾーンとＢゾーンは改修を見送らせていただきました。ただ、どちらも、Ｂゾー

ンのほうは全く改修しないと、障害者用のトイレはできませんので、そちらはもう一度、検討

させてもらいますが、Ｃゾーンのほうは既に障害者用のトイレがありますので、それにつきま

しては、今後とも計画をきちんと立てさせていただきまして、改修できるように努めていきた

いと思いますので、御了解をお願いしたいと思います。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  ８月３０日の読売新聞によりますと、那須烏山市と市議会の対立で

公園整備が停滞していると。市議会は反市長派の議員が過半数を占めると。市長選挙のときに

対抗馬が出て、過半数の議員が反対派のほうで反市長をやったんですか。だからこれは明らか

に誤報の記事でございます。是々非々で臨むというのが議会の立場でございまして、一方的に

過半数が反市長だから公園の整備が停滞していると、こういうことではないということを確認

したいと私は思います。 

 それで、先ほども中山議員のほうであったように、県のひとにやさしいまちづくり条例、そ

れとユニバーサルデザインということで、議会は設置するのであれば、本当にいいものをとい

うことがここで何人もの議員が提案をして、そして求めたわけですよ。 

 それについて、特にトイレは今、説明があったように、スロープはつけるけれども、障害者

が使えないトイレだと。これを一緒に直さないでどうするんだと、こういうことで修正動議が

出され、なおかつ遊具についても、ユニバーサルデザインで高齢者や障害者にも要するに使え

るようなものにしてほしいと、こういうことで、反対したわけじゃないでしょう。修正を求め

たんだよね。 

 そういうことで、それが採択されたわけなんで、市長反対派の議員が過半数いて、市議会が

停滞しているということがあるのか、ないのか、市長はどういうふうに思いますか。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  私は特にそのように思ったことはありません。そのように答えたこと

もありません。それは誤解だと思います。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  それで問題は、遊具については危険性もあるということなので、こ

れはいわゆる県のひとにやさしいまちづくり条例とか、ユニバーサルデザインを含めて、早急

に対処してほしいというような要望であったし、トイレについても、今の予算内で収まるか、

あるいは本格改修すればもっとトイレ改修に費用がかかるかということなので、もし今、予定

している予算以上にお金がかかる場合には、それを設計をし直して出すということでしたよね。

要望のほうはですよ。 
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 そういうことで修正動議を提出して、修正案が通ったわけなので、決して川俣市政を停滞さ

せよう、議会と市の執行部が対立させようと、そういう意図ではないということを御理解いた

だきたいと思います。 

 私の意見でございます。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  ありがとうございます。私もそうだと思っています。皆さんも市のた

め、市民のためだと思って発言されていると思いましたので、前回も同じように、障害者の遊

具も入れたいと思いますと私の中では答弁させていただきましたが、Ｃゾーンは改修できるの

ではないかという発言をさせていただきました。きっと皆さんの中では、Ｂゾーンだけが問題

だったトイレだと思います。それに対しては、修正というよりも、もうちょっと今までの意見

書みたいな形でもよかったのかなと、私の中では個人では思いました。 

 ですからそういうときに、もう少し議会との調和をもってお話合いができれば一番よかった

のかと思います。ですから、議場ではなく、もう少し私どもとお話をできる場をいただけると

ありがたいなと思っています。 

 今回も、このように清水川せせらぎ公園だけを特出するというのは初めての行為だと思いま

すので、事前に私どもにもうちょっと協議をしていただけるとありがたいのではないかなと思

います。少しずつずれているところがあるのかと思うので、本来、皆さん、同じことを考えて

いると思います。決して私たちも一度も遊具を障害者に合わせて造らないとは言っていません

ので、その辺をもうちょっと歩み寄ってできることが一番だと思いますので、今後とも皆さん

の御意見を吸収させていただき、市民の声を反映させるような行政にしていきたいと思います

ので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  それで今回、提案されているものは、８月３０日の議員全員協議会

で、このように写真もつけて、ここをこういうふうに改修するんですよと明快なる説明があり

ました。しかし、６月定例議会での補正予算の問題については、１週間前の議員全員協議会で

はまず説明がなかった。そして、開会当日の朝、清水川せせらぎ公園の一方的な説明はありま

した。だけど限られた時間なので、要するにユニバーサルデザインだの、いわゆる県のひとに

やさしいまちづくり条例がどうなんだ、こうなんだという論議がされない中で、議会が始まっ

たわけですよね。 

 だからそういう意味で、今、市長が言われるように、本当に執行部のほうも我々議会のほう

も、よりお金がかからないで、いいものを造りたいと考えているのは一緒だと思いますので、

そこはお互いに、こういうちゃんと事前に説明をして、そしてお互いの意見交換をしながら、
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いいものを造るという方法に徹していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  これからはなるべく資料を提出させていただいたり、説明を小まめに

させていただくことで、御理解をいただくように努めてまいりたいと思います。 

 この案件に対しては、６月のときもそうですが、その後の遊具が大変駄目になっているとい

う投書もいろんなところからありましたので、私どもとしましても、早めに解決させていただ

き、子供が安心して遊べるような遊具をということで、設置を考えておりました。それに合わ

せて、ちょうどコロナの交付金がありましたので、トイレを直すということは、これは全額、

国の交付で出ますので、一番安全で、私どもの会計としましては安定できることなので、それ

を投入させてもらいました。 

 それに対して、議会から、そのように説明が細かく要るとは思わなかったので、私どもの本

当に配慮が足りなかったことだと思っております。今後とも、細かくいろんな資料を出させて

いただいて、皆さんと協議ができるように進めていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 また、今回は、改めて遊具を出させていただいたのは、市民からの署名もありました。要望

書がありましたので、これは早期に対応しなければいけないと考え、改めてまた出させていた

だきました。そのためには、絶対通すために、皆さんには資料を提出させていただき、見てい

ただく。でももしかすると皆さん、もう公園で遊具を見ているのではないかなという私の中で

は思いがありました。ですから、改めて写真をつけなくてもという気持ちもありましたが、皆

さんに改めて考えていただくために、書類をつけさせてもらいました。 

 皆さんが興味を持っていることは同じだと思いますので、今後とも皆さんと協議をし、そし

て有意義な、市民が安心安全で住めるよう、そしてまた、この市に住みたいと思っていただけ

るように努めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

 １１番田島信二議員。 

○１１番（田島信二）  これは市民からの要望で署名もしてあるんですから、一日も早く予

算を組んで取り組んでいただきたいと思います。壊れている遊具では遊べないんですから、す

ぐにそれもやってほしいと思います。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  ありがとうございます。早急に対応できるように進めていきたいと思
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います。 

 この議決をいただきましたら、早急に対応いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １番髙木洋一議員。 

○１番（髙木洋一）  今回の提案、先ほど中山議員からも話がありましたけれども、障害者

を含めて遊べる遊具ができるということで、本当に当たり前のことですけども、いいことだと

思います。 

 よく公園のほう、僕も視察には何回か行かせていただいたんですけれども、保育園の方は、

よく遊んでいるのを見ています。今回、背もたれがつくというところをちょっと前回、聞いた

んですけれども、小さいお子さん、赤ちゃんまではいかないんですけれども、どのぐらいの小

さなお子さんが遊べるのか、小さなお子さんが遊んでも大丈夫なのかをちょっとお伺いしたい

んですけれども。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  現在の遊具は、スプリング式ということで、かなり動きが広

範囲なものでございまして、今度検討しておりますのが、ロッキング遊具ということで、前後

に動く遊具でございまして、背もたれがありますので、座れるお子さんであればそれに座り、

もちろん保護者の方もそこにいていただくというのは前提だと思いますが、そういうお子様も

遊べるということになりますので、今回、要望等もいただいております。早急に対応していき

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １番髙木洋一議員。 

○１番（髙木洋一）  承知しました。 

 あと、都市建設課のほうで予算を組んだと思います。ただ、予算を審査するのは総合政策課

だと思うんですけれども、市の基本計画や基本方針、また、県の条例などは確認されているん

でしょうか。お伺いします。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  まず、市の計画につきましては、当然、市の最上位の計画で

ある総合計画に基づいて、各課の施策等について審議して進めております。県の条例につきま

しても、知らないということはございませんが、査定の際にも、しっかりその辺も含めて、や

っぱり欠けていたのは、市の全体の公園の計画、そういったものがやはりきちっとされていな

かったというところが、今回の部分にもつながっているのかなとは認識していますので、これ

から第３期の計画を立てていく際に、さらに公共施設の管理計画も含めてしっかり精査して、

各課と連携して取り組んでまいりたいと思いますので、御理解ください。 

○議長（渋井由放）  １番髙木洋一議員。 
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○１番（髙木洋一）  分かりました。ただ、今回確認していれば、このようなことは起きな

かったんじゃないのかなと思うんですけれども、修正動議とかも。今後、内部統制、しっかり

していただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  答弁はいいですか。 

○１番（髙木洋一）  じゃあ、答弁お願いします。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  はい、もちろん確認はさせていただきます。それで、前回のときに、

決してひとにやさしいまちづくり条例とかユニバーサルデザインを外したわけではなくて、そ

れにも伴うような遊具ということでは提案をもちろんしていました。ですから、障害者に対し

てという話が出たときに、遊具の数を変更したりとか、そういうので対応できますという話も

させていただいたと思います。 

 だから、決して私たち行政のほうがそれを省いたわけではありませんし、あと特に岩が危な

いというのもずっと言われているところなので、できましたら、本当は平らなところにそうい

う遊具を優先していくということも今後、必要になってくると思いますので、私どもとしては、

そういう考えもありました。 

 あそこは市全体の一番中心部になって、公園が一番目立つところにあるところなので、もう

ちょっと使い勝手をよくするというのもありました。でもそれは計画をきちんと立ててくださ

いという話なので、見送らせていただいた経緯があり、ただ、遊具だけはということで、計画

に出させていただきました。そのときも、皆さんから御意見をいただいたときに、障害者にも

対応できるものを入れていきたいという話はさせていただいたのは、皆さんが一番御存じだと

思いますので、同じ意見だと思っております。 

 ですから、今後も、両輪といつも言われておりますが、両輪以上に一緒に頑張っていきたい

と思います。御意見等がありましたら、私のところだけではなく、各課に御提案していただけ

ることが一番円滑に進むことかと思いますので、議場だけではなく、ふだんからも両輪でいき

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  ちょっと要望なんですけど、いろいろあって、この清水川の公園の工

事が遅れているというのは事実なので、前回、土砂条例のときにも、きちんとしたときに臨時

議会で通って、すぐ工事をするみたいな動きになりましたけれども、そんな方法を希望します。 

 結局、今回、僕が心配したのは、せせらぎ公園の清水川が県なので、県との調整が大変かな

と思ったら、県のほうも動きが、今、一生懸命やってくれているという情報はもらったんです
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けど、ただ、そうはいっても時間が多分かかってしまう。本来、一番いいのは、いろいろ検討

が進んで、今回の９月の議会で提案されて、工事がすぐ始められるのが一番いいんだけど、そ

ういうふうには多分ならないような気がするので、２段階とかそういう形になってもいいので、

すぐにやらなきゃいけないところと、一番いいのは、一緒くたで臨時議会等を開いていただい

て工事をするというのがいいんですけども、その辺の考えをちょっとお聞かせください。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  清水川せせらぎ公園の都市公園化につきましては、なかなか

県との協議が進んでおりませんでしたが、今般、県との協議も活発にできるようになってまい

りました。管理者であります烏山土木事務所の担当者と私どもの担当者が議論をし、都市公園

化に向けて進めております。 

 それにのっとりまして、公園の整備計画も作成していくということで考えておりまして、清

水川せせらぎ公園の整備計画が策定できました折には、議員の皆様にも御報告をさせていただ

きたいと思っておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  報告してもらうのは当たり前なんだけど、それを臨時議会をまたやっ

て、すぐにやるのかというと日程の話を聞かせてほしいんですけど。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  現在、協議中ということでございまして、まだ日程につきま

しては、申し訳ございませんが、申し上げられませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  確かに相手が県となると、なかなかうまく日程はすぐには決まらない

ような気がするので、そうすると、やっぱり議会がどうあれ、市民としては、いつになったら

工事をやるんだというような、そういう何というかな、不信感が出てしまうことを考えると、

やっぱり１段階、２段階という形にするのがいいんじゃないかなということなので、そういう

案に関してどう考えていますかというのを答えてください。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  都市公園化に関しては、皆さんから議論をいただきまして、私どもも

県と進めております。ただ、今のところ都市公園化になった暁に、どれだけお金が来るかとか

いろいろ考えますと、あまりお金は来ないのが現実で、規制が厳しくなって、そういう意味で

いいますと、本当に都市公園化を考える必要があるのか。都市公園化になると、県とかといろ

いろ協議をしてからしかいろんなものを直せませんので、その辺がどうなのか。一回オーケー

になった部分が、今回、それになると、もう一度やり直すことになるので、今年中にできるか
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というと、ちょっと難しいかなと思っています。 

 ですから、やっぱり先延ばしになってしまうのは事実なので、その辺のところは、皆さんの

御意見をいただきましたので、考えておりますが、費用的に補助が出るという保証が今のとこ

ろあまりありませんので、交付金もあまり出ないというのもあって、私たちも協議させていく

中でいろいろ出てきていますので、ちょっと勉強させていただく時間をいただきたいと思いま

すので、御報告という形になるかと思いますが、まずは中間報告とかをさせていただいて、皆

さんと協議を図りたいと思っております。 

○議長（渋井由放）  １０番相馬正典議員。 

○１０番（相馬正典）  小堀議員と同じ意見ですが、いろんな要望書が出ていまして、今回

２件、出ています。やはり烏山地区の住民の多くが、本当にあそこの公園をもっと活用したい

と、いろんなことに使いたいという要望が出ている。これを、私もあそこに対しては当選当時

からずっと騒いで、否決という事態もありましたが、そういったことを議員の皆様も今回はち

ょっとよく考えていただいて、議員みんなで話合いをしながら進めたいと思いますし、都市公

園化にならないとなった場合には、それについても対応していただきたいし、一刻も早くやっ

ていただきたいと思っていますが、それが都市公園化になるために、半年でなるのかと、そん

な話じゃないと思います。できるだけ速やかに協議を進めていただいて、都市公園になったと

いう暁には、ぜひ一刻も早く議会のほうに御報告いただいて、皆さんの合意形成を図れるよう

にしていただきたいと思います。これは要望です。 

 それから、要望書なんですが、今、２件出ています。これは８月５日と、前回は２月２１日

に佐竹さんから出ているんですね。これはもう半年以上遅れてしまった、ちょっと機を逸した

のかなという気がしますが、これについてとやかく言うつもりはありませんが、こういった要

望書に対して、議会でどういうふうに対応していくのか、こういうことを皆さんで決めたほう

がいいのかなと思うんですが、いかがでしょうかね。誰に聞いたらいいか。 

 こういう要望書がいろいろ出てきたときに、議長からいろんな情報をいただきたいと思うん

ですが、議長、いいですか。 

○議長（渋井由放）  今は予算の審査のことなので。 

○１０番（相馬正典）  じゃあ、要望にしておきます。 

○議長（渋井由放）  後でね。ただ、配付はされているので、皆さんがお手元に持っている

ということだけは事実でございます。 

○１０番（相馬正典）  分かりました。あと、要望書については、ひとつよろしくお願いし

ます。 

 公園についても、今言ったことで、何とか議員の皆さんの一致団結した、全会一致で可決さ
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れるような形にしていただければありがたいなと思いますので、要望です。 

 よろしくお願いします。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

 １３番沼田邦彦議員。 

○１３番（沼田邦彦）  １点お伺いいたします。 

 行政と議会の継続性の重みという中から、６月の議会を経て、修正内容が加味されて、バー

ジョンアップされて予算化されているわけでございますけれども、今後の予定として、いつ頃

着工して、いつ頃完成できるのか伺います。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  この補正予算が通りました際には、速やかに設計をしまして、

指名選考委員会をかけまして業者を決定し、年内ぐらいには遊具を設置したいと考えておりま

すので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（渋井由放）  １３番沼田邦彦議員。 

○１３番（沼田邦彦）  年度内ではなくて年内ですよね。一日も早く実現できますように期

待いたします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  ４番堀江清一議員。 

○４番（堀江清一）  ６月議会で修正動議を提出した者として一言、言わせていただきます。 

 前段があるのは、昨年の予算のときですかね、清水川せせらぎ公園を改修するという案件で、

私は経済建設常任委員会の副委員長もやっておりましたので、そのときに関わっておりました。

そのときは、清水川せせらぎ公園のＢゾーンでしたか、そこを大規模改修するという案件でし

た。それで、市民の要望というのは、危険な石がある、遊具がもっと欲しい、もっと言うと、

危険な遊具もあると、そんなようなことだったのではないかと記憶しております。 

 それで、そこで計画の見直しをしたらいいんじゃないですかというのは、大規模改修は必要

ですかという感じだと自分は認識しているんです。今も危険な岩があるのであれば、さっさと

取るべきです。すぐにやればいいんです。それはすぐできるはずです。それをやらないで、議

会が反対しているから進まないんだという、そういう姿勢は非常に不愉快です。 

 今回の６月の修正動議を出したのは、そういうふうに改修するという案件が出てきて、コロ

ナ交付金でやるから、市は１円も負担しないで済むと、そういう考えのもとで安易に計画をし

て改修をしようとしたので、もっときちっとした計画をしたらいかがですかということで、修

正を提案したわけです。 

 ですから今回、修正された案件、さっさとやっていただいて、速やかにやっていただいて、
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危険なものは直していただきたい。さっき言った危険な石があるというのであれば、さっさと

取っていただきたい。私はそう思います。 

 大規模改修は、現時点で必要ですか。あの公園は大変すばらしいという声がありました。じ

ゃあ、そういう石が危険なんだったら、さっさと取ればいいじゃないですか。 

 それで、大規模改修というのは、あそこを平らにして、やるわけですよね。それで総額１億

円以上かかるという話だったので、もっと計画をきちっとしたらいかがですかという、そこか

ら始まっているんですよ。そこから始まっているんです。その危険な場所があるのであれば取

り除く、危ないものがあれば速やかに直す、これは当然の話です。それをやらなかったので、

子育て世代が何でぐずぐずしているんだ、もっと早くやってほしいという要望書になったので

はないですか。その要望の要項に当たり、最低限の改修をお願いしますというような文面をち

ょっと私、見たような気がします。何も大規模改修をやって、１億円もかけて直せというふう

な、子育て世代が要望しているわけではないと私は思いますので、その危険な箇所は速やかに

直す。危険な遊具はすぐに直す。ぜひやっていただきたい。市長、いかがですか。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  私も同じだと思います。ただ、危険な箇所というのが、最初に清水川

せせらぎ公園の改修を私たちのほうで提案したときには、河原、川全体の流れをつくった部分

に、岩がつるつるした岩ではなくてごつごつした岩があり、間にもたくさん岩があるので、そ

の岩を取って芝生全体にしませんかという改修を要望しました。 

 それで総額１億円ですが、３年間をかけてという計画案を出させていただいております。要

するに、全面改修にしてしまうと、公園が利用できなくなってしまうので、半分ずつではどう

かという提案をさせていただき、最終的に遊具を補充できるということにさせていただきまし

た。 

 それで今、堀江議員がおっしゃるように、危険だと思っていたので、早くそれを改修したい

という案で、県との協議がやっと通りました。都市公園ではない意味での、やっと通ったので、

速やかにという意味で提案をさせていただき、改修をするということにさせていただきました。

ですから、決して私どもも、今、岩を取るのはそれなりに大きな工事になってしまうので、で

きないということなので、今回はせめて古い遊具だけは改修したいということで提案させてい

ただいています。 

 御理解できるように説明できなかったことが、一番私たちが不足だったんだなと今、反省さ

せていただいています。御理解いただいていると思っていたので、大きな岩が１個あるわけで

はないので、議員もきっと見ていらっしゃるからお分かりだと思うんですが、最初のとき、

「せせらぎ」という名前なので、河川だったので、水が流れるようなシステムにさせていただ
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いております。その水を流せるポンプも壊れてしまい、その後、改修費用もかかっているとい

うことで、しばらく水を流したことがありません。私が市長になってからは一回もありません。

そういうことも考えて、県と協議させていただき、どうやったらそれが改修できるのかという

ことで、地面籍は県の所有になっているので、そこを県と協議させてもらって、やっと工事が

できるということで、提案させていただきました。 

 それに対して、説明が足りなかったのかなと思っておりますが、小さな岩を取るわけでもな

いし、大きな岩だけ取るわけでもなく、本当に確かな改修があるので、それなりの金額がかか

るので、３年間に分け、直していく。そういうことで、最終的な遊具は、皆さんともっと協議

は全然できて、障害者にも合わせる遊具も、高齢者が使えるような運動遊具も入れたいと思っ

ておりましたので、全然その時間は余裕であったことだと思います。皆さんと協議する時間は

十分にありましたし、委員会にも図っていることだったので、それで皆さんも見学に行っても

らえるものだと思っておりました。遊具が１年間で急にさびたわけではありませんので、気づ

いていた方もいらっしゃると思います。それで提案をさせていただきました。 

 私ども、遊具に関してはやはり必要だと。その後に子育ての世代からの要望と署名が来まし

たので、より一層早くしたいということで、提案させていただき、今回は皆さん一致していた

だけそうなので、本当に私たちとしても早急に対応していきたいと思います。 

 ただ、公園の岩を取ることはちょっと別問題なので、都市公園とかそういうのではないので、

ちょっと協議をさせていただきたいという話をしております。その辺は、堀江議員に御理解を

いただきたいなと思っております。 

○議長（渋井由放）  ４番堀江清一議員。 

○４番（堀江清一）  いずれにしても、私たち議会と執行部は、市民に対して優しい行政で

あって、市民の声を聞いて、それを反映して、よりよいまちづくりに向けてやっているわけで

すから、中途半端な計画を出されると、やっぱり我々もそれはおかしいのではないかという疑

問は投げかけます、当然。それで今回の修正動議になったわけですから、改修して、この遊具

が新しく、障害者も使えるような遊具になったら、大賛成です。 

 さっきも言いましたけど、本当に危険なところというのは、早急に、本当に危なかったとい

うところだけでも、それは当然、直すべきですから、ぜひやってください。それができないな

んていうのは、県もおかしい話ですから、そんなのちゃっちゃっとやればいいんですよ。それ

をやらないというのがおかしい話ですって。やってください。ぜひ。よろしくお願いします。

要望します。 

○議長（渋井由放）  答弁は結構ですか。 

○４番（堀江清一）  結構です。 
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○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

 ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  私からは、今回、市民からの要望があって、スピード感を持って対処

するということで、執行部のほうで計画を立てて、残念ながら修正動議ということになってし

まったんですけれども、今回、スピード感、子育て世帯からすれば、日ごと成長する子供を見

ていれば、やっぱりスピード感というものが大切になってくるんだと思うんですけれども、そ

のスピード感の中で、先ほど同僚議員からも、要望が出ているんだから今すぐやれというお話

がありました。 

 ただ、我々議員の仕事としては、私、何度も言いますけれども、うちの目の前の野上小学校

が、最初４,０００万円で改修できるということで議会で議決を得て、最終的にはその６倍の

２億４,０００万円かかってしまった。スピード感を求めた結果、そういう計画が精査されな

いで、２億円も補正を組むというようなことが起こっています。私はそれを見てきたので、自

分でも何かそこの意思決定に関わることができないかということで、議員をやらせていただい

ております。 

 なので、同僚議員の中からもスピード感を求めるということはあるんです。そういう意見が

出るのももっともだとは思うんですけれども、その中で、自分たちの仕事をやっぱりしていか

なければならないので、我々はこの議会で発言をさせていただきたいと、するべきだと思って

います。 

 その中で、最初に６月に提案された予算の中で、提案されたものにユニバーサルデザインが

含まれていなかったということなんですけれども、今回提案された予算で、前回も私、議員全

員協議会の中で質問しましたけど、価格の違いというのは多分ほとんどないというようなこと

で、私も調べさせていただいて、私が見た資料だと、４,０００円プラス消費税くらいしか差

額がなくて、仕入れベースだと多分ほとんど変わらなかったりするのかなと思うんですね。 

 そういったような、そんなに大した価格差がない状態の中で、オリンピックだったり何なり、

ユニバーサルデザインを取り入れるような条例とか法律の整備が進んでいる中で、何で今回、

検討にもともと入ってこなかったんでしょうか。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  ６月の際に御指摘あったとおり、ユニバーサルデザインと栃

木県のひとにやさしいまちづくり条例等のことは考えておりましたが、私どもの説明がうまく

なく、議員の方に伝わらなかったのかなと思っております。もう少し私のほうの説明がうまく

できれば、議員の方にも伝えられたのかなと思っております。 

○議長（渋井由放）  ３番荒井浩二議員。 
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○３番（荒井浩二）  分かりました。やはりお互いのコミュニケーションが足りないのかな

というところが、もともとの問題としてあるのかと思うんですけれども、やっぱり一般的にい

いものが同じ値段で手に入るんだったら、それを選ぶというのが人間のさがだと思うんですけ

れども、うちの市というのは進歩しなくてもいいというか旧態依然のもので、昔のものをその

まま新しくするみたいな、コピー行政というかコピペ行政みたいな、何か今までと同じ政策を

選ぶというのは確かに安パイ、簡単なのかもしれないですけど、コピー・アンド・ペーストっ

てデータが劣化していくんですよね。なので、やっぱりそういったものを時代に合わせて感覚

としてアップデートしていかないと、時代にどんどん、うちの行政というのは取り残されてい

ってしまうのかなと思うんですね。 

 例えばＬＩＮＥなんかも今、毎日情報が来ますけれども、この中で広聴箱とかあるんですか

ら、行政ＬＩＮＥを使っている方って子育て世代の方はかなり多いと思うんですよね。その中

から広聴箱で意見を募集したりとか、もっと簡単に人から意見を集めるようなことというのは

今の時代できるんですから、ぜひそういうことをやっていっていただきたいなと思います。 

 それとあと、これは今回の補正とちょっともしかしたらずれてくるのかもしれないですけれ

ども、例えばスピード感、スピード感とかいう中で、例えば市長、前回の同じ予算で、トイレ

の改修もできるんだと言っていましたけど、結果どうですか。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  補正予算につきましては、遊具のみの更新になりますので、

トイレにつきましては６００万円には含まれておりません。トイレの改修費用につきましては、

整備計画を作成した後にお示ししていきたいと考えております。 

○議長（渋井由放）  ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  予算は絶対超えないんだと議場でたんかを切ったのを私、聞いていま

したけれども、ちゃんとしたものが出来上がるのであれば、議会の中でもちゃんと理解は得ら

れると思うので、ちゃんと物を見て、よりよいものをつくっていくのであれば、お互いコミュ

ニケーションをして進んでいけたらいいと思いますが、市長、どうでしょうか。 

○議長（渋井由放）  川俣市長。 

○市長（川俣純子）  荒井議員の御提案、だと思います。私も皆さんに提案した後に、増加

するとか増額するというのは、私自身もそういうことはしないようにと思って、考えておりま

すので、その点になってから、私になってからの今、増額はないと思っております。ですから、

慎重に皆さんに提案をさせていただいているところであります。 

 ですから、３年計画というのも同じように、どのような値段変動があるのか分かりませんが、

それを考えて、３年間ということを提案させてもらいました。確かにそれで今度は都市公園化、
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そしていろんな意味での協議をしてくれという話で、計画をきちんと出してくださいというこ

とで今、県とそういう意味での協議になっていますので、また、計画ができていないうちに勝

手に動かすのかといわれたのもありましたので、私どもとしては慎重に考えさせていただいて

います。 

 危険な岩というのは、１個や２個ではありませんので、それを取るとなると、また大きな話

になりますので、その辺はちゃんと計画の中に入れさせていただくようにしていきたいと思い

ます。ですから、ちょっと話が、危険なものを取るというのは、もちろん遊具のほうはさせて

もらいました。岩のほうは、もう少し、どこまで取るかというのをきちんと諮っていかせてい

ただきたいと思いますので、私たちも実情に合わせて考えていきたいと思います。そのときに

は、ちょっと計画を前倒しにして、危険な部分は取るということで承認していただけるような

ことがあれば、私どもも提案していきたいと思いますが、一度大きな計画を出したときに、私

どももやっぱり慎重になっておりますので、その辺のところは御留意いただければありがたい

なと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ５番興野一美議員。 

○５番（興野一美）  今回の遊具については、１００％国からの補助だということで、よか

ったと思っております。 

 また、令和３年３月のときに、議会の調査で清水川公園と緑地公園ですか、都市公園になっ

ていないということが分かったと思います。それで、清水川公園については土木との協議中だ

ということなんですけども、緑地運動公園についてはどのようになっているか、お伺いしたい

んですけれども。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  緑地運動公園につきましては、都市公園にするものがよいと

考えておりますので、そちらについては現在、粛々と進めておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（渋井由放）  ５番興野一美議員。 

○５番（興野一美）  緑地運動公園は本市の土地ですから、なるべく早く都市公園にしてい

ただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。答弁は結構です。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  ほかにないようですので、ここで一旦休憩をいたします。再開は午後

１時といたします。 
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休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 続きまして、議案第１号のその他の部分から議案第６号までの質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  一般会計に絞って、私は質問したいと思います。 

 歳出の１９ページで、企画費の地域の学校を核とした地方創生事業費、科目振替となってお

りますが、この事業内容と、なぜ科目振替をしなければならなかったか、説明を求めます。 

 次、２１ページ、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費でございます

が、５６万６,０００円ということですが、この事業内容と、対象世帯数について説明をお願

いいたします。 

 ２３ページ、農業振興費でございますが、８,６３０万１,０００円ということでございまし

て、この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画の１７番の関係、これが

農業振興費が４,３８０万３,０００円というふうになっておりまして、今度新たに追加した農

業振興費が３,７９９万８,０００円ということでございます。これは３０番ですが、この

１７番と３０番を足しますと、８,１８０万１,０００円になるんですけども、ここに掲げられ

ておりますのは８,６３０万１,０００円でございまして、約４５０万円ぐらい違うかなと思う

んですよ。これについての内容説明をお願いいたします。 

 今回、この農業振興費につきましては、農業の資材費だとか様々な燃料だとか、いろんなも

のが高騰しておりまして、大変な状況だということで、コロナの対策も合わせて、収入が大幅

に落ちた方に対する支援をするということでございまして、認定農業者とか大規模に農業をや

っている方だけというようなことではなくて、県内でも初めて、全てのいわゆる兼業農家も含

めた農家の皆さんに今度のこの振興対策費を充てるということで、これは画期的なことではな

いかなと思いますので、その事業内容について説明をお願いいたします。 

 その下の中山間地域実践活動支援事業費、６０万円でございますが、これは何が追加された

か、説明を求めます。 

 その下の新規就農支援事業費４９７万５,０００円、これについては、さらに何人なのか、

どういう内容なのか、説明をお願いいたします。 

 農地利用効率化等支援事業費５２４万４,０００円、これについての内容を求めます。 

 ２７ページでございますが、自治会公民館施設整備費２２万円、これはどこの自治会の公民
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館修理なのか、説明をお願いいたします。 

 最後に、境公民館施設整備費でございますが、１２万１,０００円ということでございまし

て、この内容について説明を求めます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  大谷まちづくり課長。 

○まちづくり課長（大谷光幸）  それでは、１９ページ、総務費の中の企画費、地域の学校

を核とした地方創生事業費、科目振替をお願いするものでございます。 

 こちらの事業内容でございますが、県のほうで、とちぎ高校生地域定着促進モデル事業の補

助金というものをやっていただいていまして、本市においても去年と今年、取り組ませていた

だいているものでございます。 

 既に今年度もワークショップを開催するなど、生徒さんを募集して開始したんですけれど、

当初、視察ができればなと、先進地視察ができればなということで想定していたんですが、ち

ょっとコロナの関係で視察は難しいかなというふうになったものですから、どちらかというと

高校生がお得意な商品開発みたいなものをやらせていただいたほうがいいだろうとなりまして、

今回、科目を振り替えさせていただいて、消耗品を増やさせていただくと。材料として使わせ

ていただくという、そういうふうなことでお願いするものでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  皆川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆川康代）  では、私のほうからは、２１ページにございます新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費について、御説明いたします。 

 こちらにつきましては、栃木県におきまして新たに実施される生活困窮者支援金給付事業に

係る予算措置でございます。内容につきましては、現在、国において既に行っておりますけれ

ども、生活困窮者自立支援金給付を既に受けている世帯に対しまして、栃木県の予算で支援金

をプッシュ型で給付するというものでございます。 

 給付金につきましては、１度限り、５万円です。世帯の人数を問わず、一律５万円になりま

す。該当世帯といたしましては、那須烏山市の場合、現在１１世帯でございます。１１世帯分

の予算措置といたしまして、消耗品、コピー機のトナーですとか郵送料、それから振込手数料、

扶助費といたしまして、１１世帯分掛ける５万円、合計５６万６,０００円を予算措置してお

ります。 

 財源につきましては、歳入の１５ページにございますけれども、全額、県の補助金で賄うこ

とになります。 

 以上です。 
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○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  私のほうからは、２３ページの農業振興費以下の御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、農業振興費の８,６３０万１,０００円の内訳でございます。新型コロナウイルス感染

症対策の臨時交付金によります、那須烏山市農業者支援交付金４,３８０万３,０００円と、原

油価格・物価高騰対策交付金の３,７９９万８,０００円の残りの４５０万円の内訳でございま

すけども、４５０万円につきましては、那須烏山市のふるさと納税の交付金でございます。

６月の補正予算で、ふるさと納税交付金７００万円、計上させていただきましたけども、さら

にその後、５者からの交付金の寄附がございました。東京からの寄附が４者、栃木県の会社か

らの寄附が１者ということで、４５０万円、ふるさと納税の交付金として振興費のほうで計上

させていただいているところでございます。 

 続きまして、那須烏山市農業者支援交付金でございます。こちらについては今、平塚議員か

ら御質問ありましたように、農業収入が減少した農業者の継続的な農業経営の支援を目的に、

令和３年度の農業収入が平成３０年度の農業収入と比較して２０％以上減少した個人及び法人

について、交付金を交付するものでございます。交付額につきましては、専業農家が１０万円、

第１種兼業農家が５万円、その半分でございます。第２種兼業農家２万５,０００円、法人に

ついては一律２０万円という内容になってございます。 

 御質問ありましたように、他市町村では認定農業者等の担い手がほぼ対象になってございま

すけども、本市においては、自給農家を除く専業農家から第２種兼業農家まで全ての農家を対

象にした交付金になっているところでございます。 

 次に、原油価格・物価高騰対策支援交付金でございます。こちらにつきましては、昨今の原

油価格・物価高騰の影響を受けている農業者の負担軽減及び本作及び次期作に向けた経営支援

を目的に、交付金を交付するものでございます。 

 事業内容につきましては、４事業ございます。１つ目が、肥料、農薬等の購入費補助という

ことで、こちらについては、認定農業者等の担い手を対象にしてございますけれども、１経営

体当たり上限５万円の肥料代、農薬代の補助を考えてございます。 

 ２つ目が、燃料費の購入補助でございます。こちらにつきましては、園芸施設で使用する重

油高騰分、かなり上がっていまして、リットル２７.８円をその高騰分として、園芸施設を経

営する農家に対して補助をする予定になってございます。また、園芸施設の設置費用というこ

とで、パイプハウス等の値段が相当上がってございます。今現在、那須烏山市においては、土

地利用型農業から園芸施設への転換を推進してございます。その園芸施設のパイプハウス等の

設置費用については、設置費用の５０％、または上限１５０万、いずれか少ないほうの額を補
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助することによって、園芸振興をさらに深めたいと考えてございます。 

 最後の４番目の飼料購入費補助でございます。畜産農家については、配合飼料等、異常なま

でに価格高騰が進んでございます。本当に僅かではございますけども、乳用牛１頭当たり

５００円、肉用牛１頭当たり４００円、豚については１頭当たり２００円、鶏については１羽

当たり１００円ということで、飼料の一部を負担したいと考えてございます。 

 農業者支援交付金については、全農家を対象にというスタンスで交付金のほうを考えてござ

います。原油価格・物価高騰対策については、それ以外の担い手さんを中心とした交付金の対

象を考えて、２本立てで今回、補正のほうを計上させていただいたところでございます。 

 続きまして、中山間地域の実践活動支援事業費の６０万円でございます。こちらについては、

中山間地域に人を呼び込むための受入れ体制づくりということで、県の補助事業を活用しまし

て、国見地区のみかん園のＰＲと、集客を促進するための観光みかん園のマップ、誘導看板を

作成するということで、国見のみかん園組合のほうにこの設置費用を補助したいと考えてござ

います。 

 財源については、県の補助事業１００％の補助ということで、今、国見については、棚が大

分衰退してしまっております。みかん園を何とか存続させて集客につなげたいということで、

この県の中山間地域実践活動支援事業を活用して、国見のみかん園を盛り上げたいと考えてい

るところでございます。 

 続きまして、新規就農者の支援事業費でございます。こちらについては、新規就農者、

４９歳以下の方が対象となるわけでございますけども、新規就農者の技術の習得、または就農

前・就農後の経営の安定を図るため、国の補助金を活用した機械及び施設の導入であるとか経

営資金を、国の補助金を活用して新規就農者の支援をする事業でございます。 

 今回、９月補正で２人の方の経営資金、開始資金ということで、それぞれ１５０万円を限度

とする補助金でございますけども、２名の方の補助を考えてございます。また、その２名の方

のうち１名が、機械または施設の導入ということで、経営発展支援ということで、資金と合わ

せて全部で４９７万５,０００円を補助するということで考えてございます。１名の方の新規

就農者は、３８歳の女性でありまして、ナシとリンゴを経営する方でございます。もうお一方

については男性で、４５歳、水稲と花、花卉の経営をする方でございます。いずれも国の補助

金を使って支援をする事業となってございます。 

 最後に、農地利用効率化支援事業でございます。こちらについては、人・農地プランに位置

づけられた認定農業者または農業生産法人等の経営体が受けられる国の補助金でございまして、

機械及び施設の導入に対する補助ということで、国のほうの１０分の３以内の補助を受けるも

のでございます。 
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 今般、株式会社アグリ那須烏山がこの農業機械の導入採択がありましたので、この事業費の

３０％に当たる５２４万４,０００円を補助するものでございます。総事業費については、

１,９２３万７,０００円、その内訳として、導入機械については、トラクター１,０６０万円、

レーザーレベラー、トラクターの後ろにつけるロータリーのレベルに合わせて平らにならす機

械でございますけども、これが５９８万円。あともう一台がホイールローダーということで、

２６５万７,０００円のうちの３割以内の補助ということで今般、５２４万４,０００円を国の

補助事業として計上させていただいた中身になってございます。 

 農政課のほうは以上でございます。 

○議長（渋井由放）  水上生涯学習課長。 

○生涯学習課長（水上和明）  それでは、私からは、２７ページ、自治会公民館施設整備費

２２万円、境公民館施設整備費１２万１,０００円について御説明申し上げます。 

 自治会公民館施設整備費でございますが、これは月次自治会が集会所の屋根・外壁の改修工

事を行うため、その事業費の補助を行うものとなります。 

 境公民館施設整備費ですが、公民館敷地に現在、遊具がございまして、ブランコと鉄棒なん

ですが、かなり老朽化が進んでおりまして、現在、使用禁止としているところでございますが、

このまま放置した状態が続きますと、いたずら行為や遊具の破損等による事故発生も懸念され

ますので、早急に遊具の撤去を実施しまして、安全を確保するものでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  大体分かりましたが、最後の境公民館の関係なんですけど、公共施

設の統廃合ということで、境公民館もその対象になっていたのかなと思うんですが、下境の公

民館が避難所として使えない場合には、この境公民館に避難するわけですよね。ところがここ

も廃止で、上境の自治会に払い下げるというようなことになりますと、避難所として使えなく

なる可能性もありますので、今この境公民館の公共施設の統廃合関係についてはどんなふうな

状況になっているのか、この辺の状況が分かればお示しいただきたいなと、このように思いま

す。 

○議長（渋井由放）  水上生涯学習課長。 

○生涯学習課長（水上和明）  今現在、地元自治会と調整を進めているところでございます。

地元自治会の意向によっては、今後、解体撤去も視野に入れまして、準備を進めたいと思って

いるところでございますが、今、平塚議員がおっしゃったとおり、避難所のこともございます

ので、関係各所と調整しながら進めていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（渋井由放）  よろしいですか。 

 次、質疑ございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  まず、議案第１号、一般会計の補正予算から、６点ほどお伺いいた

します。 

 まず、１点目を申し上げます。７ページに債務負担行為が７件ほど載っていますね。それで、

この債務負担行為の中の業務系・情報系システム再構築事業、これは５年間で３億

６,０００万円ほどをかけて事業をするわけなんですが、これは具体的にどんな内容なのか。

あまりにも多額なものですから、お伺いしたいと思います。 

 それともう一つ、同じくこの債務負担行為の中で、商工観光課長、今回、指定管理委託料と

いうのを見直したということがこの間、話がありましたね。それで、金額だけを見直して、提

供すべき公共サービスの内容、ここには検証・見直しをされたのか、されなかったのか、これ

がちょっと重要な案件なものですから、お伺いしたいと思います。いずれにしても、山あげ会

館が５年間で８,５００万円、龍門ふるさと民芸館が４,６００万円、大金駅前観光交流施設が

３,０５０万円という多額の指定管理料を支払うものですから、この辺のところをお伺いした

いと思います。 

 次、２１ページに、障がい児支援事業費、これは当初予算で７,５１９万５,０００円ほど計

上し、さらに今回は１,０７６万８,０００円ほど、合わせますと、この関係の予算が

８,５９６万３,０００円になると思うんです。この使い道、使途と、市内に障害児というのは

何人いるのか、お伺いしたいと思います。 

 ４点目の質問です。次に２３ページの農業振興費の件です。これはただいま同僚議員から質

問のあったところなんですが、私の知りたいところは、この交付申請期間、それと交付時期、

これをいつに考えているのかと。それともう一つ、交付金が、コロナに関する交付金が、よそ

の市町村に対してどうですか、少なくないですか。これ、農家が納める税金というのは、年間

に、私が大体この中身を見ただけでも５億円を超えているわけですよ。毎年、毎年。こういう

ときこそ農家を支援するべきじゃないかと、私はこれは一般質問でも２回にわたって申し上げ

ているんですが、この辺のところをどう考えているのか、お伺いしたいと思います。 

 次、２３ページ、今年もプレミアム付商品券を発行するということで、担当課長からこの間、

説明のあったところなんですが、去年の場合は、市の補助金が５,０００万円だったんですね。

それで、１人３セットまで購入が可能でもって、１セットは１万３,０００円券を１万円で販

売した。すなわちプレミアム率が３０％と、これが去年の例でしたね。今年はどのような方法

で、いつから販売をする計画なのか、お伺いしたいと思います。 
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 次に、３１ページの表なんですが、これは私、計算しますと、市役所職員の平均給与、１人

当たり、２２９人で割りますと６８８万円になるんですね。平均給与。それで、その下の会計

年度の任用職員、これは１３１人いるんですが、この平均給与は２２７万３,０００円でもっ

て、正式な職員のおよそ３分の１になるわけです。当然、安いことは承知はしているわけなん

ですが、この会計年度任用職員の勤務体系、時間等についてお伺いしたいと思います。 

 次に、議案第６号の水道事業の会計から２点ほどお伺いします。 

 まず１点、田野倉交差点の通行止め、もう半年ぐらい続いているような気がするんですが、

これはいつ開放されるのか、これは都市建設課長、情報を得ているなら、お伺いしたいと思い

ます。 

 それともう一つ、今回はコロナの経済対策ということで、水道料金２か月分を免除するとい

うことですね。総額で４,７８０万円。１戸当たりでいいますと４,７００円の基本料金の免除

ということになるんですね。これ、２か月だけ免除して、果たして経済効果が上がるのか、私

は疑問を持っています。 

 それともう一つは、よその市町村でも同じような基本料、または何らかの形でこういったコ

ロナ対策の免除というのはやられているのか、その状況についてお伺いします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  最初に御質問いただきました債務負担行為、業務系・情報系

システムの再構築の事業についての質問でございますが、今回、５年間リースでありましたサ

ーバー、ネットワーク機器、職員のパソコン、こういった機器の入替えになります。それらに

関わる運用保守費用も含まれますが、５年間のリース総額が、金額で申し上げますと２億

６,０００万円ほど、これが今、申し上げたサーバー、ネットワーク機器、パソコン、それら

に係る構築業務等の経費でございます。それ以外の１億円については、運用保守と、そういっ

たものの更新作業になります。 

 私も５年前から６年前になりますけども、以前の債務負担行為との比較をやはりいたしまし

た。その際、大きく３つの理由がありました。まず１つは、ハードウエアの高騰です。これは

世界的にも半導体の不足というものも言われておりますが、これが１つの要因かなということ

です。２つ目は、やはり人件費の高騰です。当然、システムのエンジニアに払う構築作業費、

こういったものはやはり高騰しております。さらに３つ目が、消費税ですね。前回８％の計算

が、今回１０％というふうなところで、前回２億８,０００万円ほどでしたから、約

８,０００万円ほど増えたということになりますが、御理解いただければと思います。参考ま

でに、職員のパソコンが、今のところ２５０台ございます。 
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 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  小原沢商工観光課長。 

○商工観光課長（小原沢一幸）  観光施設の債務負担行為の設定でございますが、今回の金

額の見直しの部分は、先日の議員全員協議会で説明したとおり、会計年度任用職員としての人

件費の増の部分と、あとは物価高騰による燃料等の費用の増加分を見て、金額が増加している

という形になります。 

 内容について見直したかという御質問ですが、一部、龍門ふるさと民芸館なんかにつきまし

ては、飲食スペースができたことにより、内容について一部見直しております。また、大金駅

前観光交流施設なんかも、情報発信の強化という部分を大きく募集要項のほうに入れていく予

定としておりますので、内容についても一部見直しを図っているところです。 

 もう一つのプレミアム付商品券なんですけれども、去年と同じく、金額については

５,０００万円で、規模的には昨年同様になってきますが、今年につきましては、目的に、今

までのコロナウイルス関連によりまして経営状況が悪化した市内の小売業者やサービス業者を

支援するとともに、物価高騰の影響を受けた市民の負担軽減という目的も追加しておりますの

で、現在、商工会と調整なんですけれども、上限については、広く行き渡るように、１人当た

り２セットで検討してくれないかと要望しているところです。昨年は３セットまで購入できた

んですけれども、２セットということで要望を出しているとともに、もう一つ、市内の消費者

の負担軽減を図るという意味で、購入者は昨年まではどなたでも購入できた状況なんですけれ

ども、こちらについても市内に限定できないかというところで、調整を図っているところでご

ざいます。 

 以上になります。 

○議長（渋井由放）  皆川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆川康代）  私のほうからは、障がい児支援事業費でございます。 

 こちらは、償還金１,０７６万８,０００円でございます。令和３年度の障がい児通所支援事

業費が確定いたしまして、精算に伴う償還金でございます。１,０７６万８,０００円のうち、

国庫負担金に償還するものが７１７万９,０００円、県負担金に償還する分が３５８万

９,０００円でございます。令和３年度につきましては、コロナウイルス感染症の影響により

まして、通所支援事業所の休止ですとか利用自粛等による利用減に伴いまして、負担金を返還

するものでございます。 

 御質問のありました障がい児の数ですけれども、１８歳未満を合計いたしまして、令和４年

４月１日現在、８３名でございます。 

 私のほうからは以上でございます。 
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○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  私のほうからは、農業者支援交付金及び原油価格・物価高騰対策

の交付申請時期、交付期間等についてお答えしたいと思います。 

 まず、農業者支援交付金につきましてでございます。交付申請時期につきましては、今週の

金曜日、補正予算可決後、９月９日から１０月いっぱい、２８日までを交付申請期間と考えて

ございます。農業支援交付金につきましては、平成３０年の収入と令和３年の収入の比較でご

ざいます。これが速やかに確認でき次第、年内交付をして、今年の本作、次期作の準備に間に

合うように、個人については１０万円、法人については２０万円ということで、交付を考えて

ございます。 

 原油価格・物価高騰対策の交付申請時期については、９月９日から１２月１５日までの期間

としてございます。今年の１月１日から１２月いっぱいまでに購入した農薬とか肥料、または

パイプハウスの設置、飼料の購入価格を１２月いっぱいまでに申請していただいて、年内に交

付を考えてございます。 

 もう一つ、交付金額がほかの市町と比較して少ないという御指摘でございます。まず１つ目、

農業者支援交付金の個人１０万円、法人２０万円については、これまでも中小企業支援交付金

であるとか事業復活支援金、ほかの業種なんかも、個人に１０万円、法人２０万円という形の

金額になっていましたので、それに合わせたというのもありますけども、まずもって、この交

付金額の算定に当たっては、ほかの市町は主に認定農業者等の担い手に限定ということにはな

っておるんですけれども、本市につきましては、自給農家を除く全農家を対象としています。 

 今現在、本市の農家数は１,６２４件ほどございます。そのうちの専業農家については、今

現在３２４件、そして第１種兼業農家、こちらについては、世帯の収入の５０％以上が農業収

入に占める世帯でございますけれども、これが１１１件ございます。それ以外についてが第

２種兼業農家ということで、８８９軒の農家も全て、自給農家を除いてこの対象としてござい

ますので、中小企業支援交付金なんかとの価格の整合性と、農家も自給農家を除いて全農家を

対象に支給する考えでございますので、妥当な数字というか、ほかの市町と比べて若干の少な

さはあるかもしれませんけれども、全農家を対象にした交付金ということになっていますので、

御理解をいただければと思います。 

 また、原油価格・物価高騰対策の単価については、各市町それぞれいろいろな価格設定をし

てございます。一律ではないんですけども、例えば参考に、矢板市なんかは原油高騰の差額の

１５％であるとか、那珂川町については、農業収入に応じて一律５万円とか１０万円とか

１５万円の交付、または益子町なんかは、業種を問わず一律に３万円というような交付単価等

になってございます。 
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 那須烏山市の場合には、原油価格・物価高騰対策についても、園芸農家から畜産農家まで全

ての農家を網羅して支援しようということで、若干単価の大小の差はほかの市町とあるかもし

れませんけども、全農家を網羅して交付金を考えた制度になってございますので、御理解をい

ただければと思います。 

 農政課のほうからは以上でございます。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  それでは、３１ページ、会計年度任用職員の勤務時間についての

質問がありましたので、それについてお答えします。 

 会計年度任用職員は、正職員の業務をあくまで補完するために任用する職員というのがまず

前提にございます。その中で、常勤の普通の正職員と同じくフルで働く職員と、そのほかにパ

ートタイムで働く職員の２つに大くくりで分かれます。 

 フルタイムの働く職員につきましては、先ほどの３１ページのところで、イ、会計年度任用

職員、補正後でいいますと１３１名のうち、その下、括弧で１３０名とあります。この１がフ

ルタイムで働いている職員になります。したがいまして、ほぼほぼそれ以外の人は全てがパー

トタイムで働いている職員の部類に入ります。その中のパートタイムでも多いのが、週５日

７時間勤務。通常の職員は７時間４５分でありますが、７時間、８時半から始まって４時半に

帰ると。通常の職員より４５分短く勤務をされる人がほとんどでございますが、そのほかに各

課の業務に応じて、さらに週３日だったり週４日だったり、６時間、４時間、そのような時間

制限を設けてやっている職員もおりますので、一概に全ての職員がそういうわけじゃないんで

すが、基本的にはパートタイム職員は７時間以内の勤務を行っている職員が多ございます。ま

た、週５日にかかわらない会計年度任用職員がいるというような状況になっております。勤務

時間につきましては、大くくりにお話しましたが、このような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  私のほうからは、田野倉交差点の通行止めにつきまして、御

説明を申し上げます。 

 県の烏山土木事務所発注の県道宇都宮那須烏山線田野倉交差点工事につきましては、現在、

３つの工事が進められております。全面通行止めで実施しているところでございますが、いず

れの工事につきましても、早期完成に向けまして、鋭意、工事を進捗させている状況でござい

ます。 

 金田橋の橋梁工事につきましても、間もなく上部が架かるということで伺っております。

５月１５日付のお知らせ版で周知しておりますとおり、来年、令和５年２月２５日までには、



令和４年第５回９月定例会 第１日 

－50－ 

通行止めは解除できるというところで伺っておりますので、御理解をお願いしたいと思ってお

ります。 

○議長（渋井由放）  髙田上下水道課長。 

○上下水道課長（髙田 勝）  水道事業のほうの会計で回答させていただきます。 

 まず、質問の中身をちょっと確認したいんですけども、まず水道基本料金の免除は、本市は

１０月の検針分と１２月の検針分というところで、４か月免除というふうな制度になっており

ます。 

 それと、総事業費４,７８０万円なんですけれども、こちらはシステム改修費１２０万円が

入っておりまして、実際の交付額とは違ってございます。実際、シミュレーションしている金

額は、１期分が２,３４０万円、掛ける２で、４か月分になります。それが４,６８０万円とな

り、人口で１万一千何がしで割りますと、こちらの数字でいきますと、４,６００円というふ

うな状況になっております。まず４か月というところで訂正させていただきたいと思います。 

 それと、他市町村ではというところでどうなっているかといいますと、本年度は、県内の水

道事業体は２３団体あり、本市を含めて５団体が減免を実施する予定です。減免の月数は、

２か月、３か月、４か月、６か月と異なっております。本市は４か月となっております。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  大体了解いたしました。 

 そこで、農政課長、ひとつ再質問したいんですが、コロナに関するよその市町村の交付金、

これは私、新聞に報道される限りは承知しているんですが、そのほか、課長としては様々な情

報を入れていると思うんですよ。念のためにもう一回聞くんですが、よその市町村に比較して

劣る、少ないというようなことはないのかどうか、これが１点。 

 それともう一つ、コロナに関する支援金というのは、今回、農業に関しては初めてですよね。

それで、商工業は去年、既に始まって、１億円から交付しているわけですよ。もちろん今年も

交付しているんです。そういった商工関係に対してのコロナ支援金と、農業者に対するこの支

援金、これを比較して、問題ないですか。農家に対する今回の支援金、これでやむを得ないん

だと、釣合いが取れていると、そう理解しているのか、この辺のところをお伺いします。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  まず、他市町との比較でございます。 

 全２５市町の比較はしてございませんけれども、この交付額については、中小企業支援交付

金の金額とも整合性が図られていると考えてございます。また、先ほども申し上げましたよう

に、全農家を対象とした交付金制度になってございますので、当然、認定農業者とか第１種兼
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業農家までに絞ってしまえば、交付単価は上がるわけでございますけども、幅広く、県内では

やったことのない、画期的に全農家を救うという意味では、交付金額については少なくないと

捉えているところでございます。 

 また、先ほどの中小企業支援交付金との比較という点では、農家支援という中では今回、初

めてでございます。しかしながら、農家につきましては、中小企業の支援とまた別に、生産調

整の転作奨励金であるとか、収入保険制度であるとか、共済の保険制度なんか、かなり農業者

支援については違った意味で国のほうからの補助金なんかも当然、入ってございますので、今

回、初めてでございますけども、そういうのを加味すると、バランスが取れているかどうかと

いう点ではなかなかお答えしづらい面はあるんですけども、農業者支援については、今回初め

てではありますけども、十分な支援の内容にはなっているんじゃないかと担当課のほうでは考

えてございますので、御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  課長、やはりよその事業と交付金というのは、均衡が取れているか

どうか、これが重要なんですからね。もうこれは皆さん、全課長さんがそういうようなことは

十分認識した上で、交付金というのは決定してもらいたいと思います。 

 それと、上下水道課長、この前もらったこの資料の中でこう書いてあるんですよね。「基本

料金を２期分免除する」とあったものですから、１期分というのは２か月分なので、だから

４か月になったんだろうけど、２期分というから、私はこれは２か月分なのかなと、そう理解

したわけなんです。分かりました。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

 １３番沼田邦彦議員。 

○１３番（沼田邦彦）  何点かお伺いいたします。 

 細かい部分なんですけれども、１９ページ、ＪＲ烏山線利用促進事業費の詳細な説明をもう

一度お願いいたします。 

 次、２５ページです。ふれあいの道づくり事業、大変人気のある事業なんですけれども、

６００万円の補正がついております。そうしますと、今年度トータルで何本、何か所の整備予

定になるのか伺います。 

 次に、同じく２５ページ、市営住宅の管理費、それぞれ１００万円、百数十万円ついており

ますけれども、どのような工事になってくるのか伺います。 

 次に、２７ページ、図書館運営費ですね。先ほど説明ありましたけれども、もう少し細かく

詳細に説明をいただければと思います。 
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 それと最後、２９ページ、学校給食センター運営費、こちらももう少し詳細に説明をお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  大谷まちづくり課長。 

○まちづくり課長（大谷光幸）  それでは、最初に御質問いただきました１９ページ、ＪＲ

烏山線利用促進事業費、２１万３,０００円の補正の件でございます。 

 こちらのＪＲ烏山線の１００周年の件は、今回の議会でもいろいろ質問をいただいていると

ころでございます。いろいろな仕事が必要な中で、まずプロモーション活動を今、進めている

ところでございます。先般の山あげ号のときなんかにもいろいろやらせていただいて、そうい

ったプロモーションがまずは有効だろうということで、今回の補正は、スマートフォンのサイ

トを作りたいというものでございます。そのスマートフォンのサイトに、できれば動画を最終

的には何本か載せたいと思っていまして、まずはすぐにやれそうな動画を１本でも２本でも多

く作りたいなと思っているところでございます。 

 今回のこの金額は、そのサイトを作るために必要なお金、ドメインを取得する、あとはレン

タルサーバーを借りる、あとは動画の編集をちょっとお手伝いいただく委託料とか、あと動画

を撮影するに当たって、備品、スタビライザーとか、あとは集音マイクとか、そういったもの

を購入するというものでございます。 

 なるべく自前で作りたい、地域おこし協力隊の隊員が、おかげさまでスキルが大変高いので、

そこになるべくやっていただこうと思っております。本当は結構な金額がかかると言われてい

る部分ですが、自前で作るようにして、お手伝いいただく部分は、先ほどの動画編集とか動画

撮影の部分だけになるかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  ただいま御質問いただきました、ふれあいの道づくり事業、

今回６００万円の補正を計上させていただいております。 

 令和４年度の新規箇所としまして、４か所、受付をしておりまして、そちらの箇所を含めま

して、全部で９か所、今年度予定しておりまして、うち３か所につきましては、今回の補正を

もって、４年度完了を見込んでおります。 

 続きまして、市営住宅管理費でございます。 

 まず、市営滝田住宅につきましては、１軒、空きが出たものですから、そちらの解体を実施

したいということで、１３０万円計上させていただいております。 

 それから、神長住宅、こちらにつきましても、空きが出た住宅につきまして解体を予定して
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おりまして……、失礼しました。神長住宅につきましては修繕ですね。修繕を予定しておりま

して、修繕工事に１００万円を計上しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  水上生涯学習課長。 

○生涯学習課長（水上和明）  私のほうからは、南那須図書館運営費４５５万４,０００円

の説明をさせていただきます。 

 本市の図書館におきまして、９月から電子図書サービスを開始したところでございます。当

初予定していた電子図書コンテンツに加えまして、新型コロナウイルス対応の地方創生交付金

を活用しまして、電子図書の拡充を行い、さらなる利用促進を図るものでございます。 

 当初導入予定の電子図書コンテンツは、約８,２００タイトルを予定していたところですが、

今回、追加分ということで、１,２００タイトルほど追加しまして、合計約９,４００タイトル

になりまして、市民の皆さんに、より多くの本を提供するというところでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  大鐘学校教育課長。 

○学校教育課長（大鐘智夫）  それでは、学校給食センター運営費の中身について御説明い

たします。 

 こちら、２つの予算を計上させていただいております。まず、１つ目です。学校給食用食

器・はし購入でございます。こちらですけれども、食器の衛生管理検査というのを行っている

んですけれども、やはり残留でん粉とか残留脂肪、そういったものを検出されておりまして、

衛生面で指摘をされているということもございます。今回は、汁物を入れるおわんとお箸、そ

れぞれ１,９００個、こちらを購入する費用を計上したものです。 

 それともう一つですけれども、学校給食食材高騰対策交付金の予算を計上しております。こ

ちらは、やはり世界的に原油・物価高騰しております。給食の食材も高騰しておりまして、そ

の高騰分を保護者に求めるものではなく、市が交付金として学校給食会に交付いたしまして、

対応するための交付金でございます。こちらの交付金の対象ですが、２学期、３学期の

１３１日分を交付予定としております。１日当たりの単価の１０％分を計算根拠として入れて

おります。 

 すみません、それで予算額ですね。失礼しました。学校給食の食器購入ですが、こちらが

２２６万５,０００円です。それと、高騰対策交付金ですが、こちらが６２１万３,０００円の

予算計上をしております。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  すみません、先ほどの沼田議員の御質問に対しまして、市営
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旭住宅の管理費１３０万５,５００円につきまして説明が漏れまして、申し訳ございません。 

 こちらにつきましても、解体工事を１３０万円、それから修繕としまして５万５,０００円、

以上１３５万５,０００円となります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（渋井由放）  １３番沼田邦彦議員。 

○１３番（沼田邦彦）  ＪＲ関係なんですけれども、地域おこし協力隊の方の持ち味を生か

して、できるだけ予算を抑えて動画を作るということで、すばらしい取組だと思いますけれど

も、もう少し踏み込んで、どんな動画になるのか、今の時点で分かればもう一度伺います。 

 次に、図書館ですけれども、電子の部分で、どんどん、どんどんメニューが増えていくこと

で、指定管理者との運営状況ですか、しっかりと行っているのか、この点、確認させていただ

きます。 

○議長（渋井由放）  大谷まちづくり課長。 

○まちづくり課長（大谷光幸）  それでは、スマートフォンサイトに載せたいその動画の今

検討している内容ですけれど、話題として内部で挙がっておりますのは、１つは、烏山線の車

窓から見える風景というんですかね、烏山線沿線で結構ビューポイントというか何か所かござ

いますので、そういったところを、何というか、車窓からうまくクローズアップできるような、

そういう動画が撮れるといいねという話を１つしています。 

 それと、烏山線から見えるじゃないですけど、もうちょっと離れているところにも結構いろ

いろ名所がございますので、そういったところを巡れるといいねという話をしましたり、あと

は、話題として出ていますのは、９９９の走った当時のいろいろな材料を、皆さんストックさ

れていたりとか、いろいろ話を聞きますので、そういったものももう少し集められるといいね

というようなお話はしてございます。 

 先日、こども議会が８月にあったときにも、やっぱり若手の皆さんが、そういう車窓からみ

たいなのがいいんじゃないですかということを言っていらっしゃいましたので、参考にさせて

いただいてというふうに検討しているところです。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  水上生涯学習課長。 

○生涯学習課長（水上和明）  指定管理業者との運営の件なんですが、今回のこの電子図書

の拡充に関しましても、当然、指定管理者のほうと十分情報を共有しまして、連絡を密にしま

して行っておりますので、運営に関しましては、問題なく行われていると認識しているところ

でございます。 

 以上です。 
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○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

 ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  私からは、１点だけちょっと確認したいと思います。 

 ７ページ、一般会計の中の、ここに債務負担行為の内容が５点ありますけれども、この一番

最初の人事評価システム、これについてちょっと確認だけさせてください。 

 これは、要するに本市独自のものというのは何かあるのかどうかというのが特に気にかかり

ます。要は、県のほうでこういうシステムでどうだというものを、そのまま受け入れているの

か、それとも本市独自で、独自のものを入れた評価制度なので、システムをここにこういうふ

うに入れているんですよという、そういう答えが欲しいんですけど、この辺、どうなっている

か教えてください。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  現在入っておりますのは、本市独自のシステムでございます。そ

れが令和４年度をもって切れることから、新たな修正を加えた人事評価システムを導入する必

要があることから、債務負担行為として今回、上げさせていただいているものでございます。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  本市の人事評価システムに関しては、ここが優れているというか、こ

ういうところが、何なんだろうな、ここが一番工夫してつくったところなんだというのがあれ

ば、もっと受け入れやすいんだけど、市独自のものだけだとちょっと分からないので、その辺

のところをちょっとＰＲ含めて教えてもらうとありがたいんだけど。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  大きなベースは、各自治体、評価のポイントとかそういったもの

は基本的には一緒でございますが、それに伴って、各評価者、被評価者の集計、またその内容

を確認する、またその傾向を把握する、そういった集計値が出るようなシステム加工になって

ございますので、さらにそういったものを分析しながら、各評価者に対して指導ができるよう

なシステムの導入になってございます。 

 また、評価される側もちゃんと説明がしっかりできるようなものとして確認できるようなも

のを導入してございますので、今回、新たにもう少し、今まで使っていたものに使いにくい部

分がございましたので、そこを改修するような新たなシステム導入となってございます。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  これは実際にこういうふうに使っているんですよというものを聞いた

ほうが分かりやすいので、今のやり取りはほとんど文学的なやり方だったので、後でじっくり

議員のほうからも行きますので、よろしくお願いします。 



令和４年第５回９月定例会 第１日 

－56－ 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで

質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、議案第１号から議案第６号までの６議案に対する反対討論

の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１０ 議案第１号 令和４年度那須烏山市一般会計補正予算（第

３号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第１１ 議案第２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１２ 議案第３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第

１号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第３号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１３ 議案第４号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第
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１号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第４号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１４ 議案第５号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算（第

２号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第５号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１５ 議案第６号 令和４年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第６号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 ここで休憩いたします。再開を１４時１５分といたします。 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１５分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

                                    

     ◎日程第１６ 議案第１２号 那須烏山市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

○議長（渋井由放）  日程第１６ 議案第１２号 那須烏山市過疎地域持続的発展計画の変

更についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１２号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 令和３年４月１日に施行されました、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にお

いて、本市の旧烏山町地域が過疎地域に指定されましたことを受け、令和４年第１回那須烏山

市議会３月定例会におきまして、那須烏山市過疎地域持続的発展計画の策定に関する議決をい

ただいたところであります。 
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 その後、同法第４３条の規定に基づく令和２年国勢調査の結果により、令和４年４月１日に、

旧南那須地域を含めた市の全域が過疎地域として指定を受けたことに伴い、市過疎地域持続的

発展計画の一部改定を行い、同法第８条第１０項において準用する同条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由

の説明といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 ６番青木敏久議員。 

○６番（青木敏久）  質問させていただきます。 

 変更の中で、２ページに、観光においてはユネスコ無形文化遺産に登録された烏山の山あげ

行事や、国指定を目指している烏山城跡、龍門の滝、そしてメグロブランドというふうに、メ

グロブランドが加わったと承知しておりますけれども、先ほどの一般会計補正予算の質疑の中

でもございましたとおり、来年は烏山線開業１００年を迎えるということで、メグロブランド

というバイクもございますけれども、当市においては、以前、烏山線を走っていました車両が

市内にあるんです。それで烏山線の車両が３台あるということも含めると、来年の１００年目

を迎えるに当たって、烏山線を盛り上げなくちゃいけないというときに、その車両を活用する

ということは極めて重要なことだと思います。 

 その車両があるのが、まだ市民の間では熟知されておりませんけれども、那珂川清流鉄道さ

んに３台置いてございます。鉄道ファンの間では、かなり全国的に有名なところですが、いか

んせん市内では認知度が低いということもありますので、本来であれば、メグロブランドなど

と一くくりにするのではなく、烏山線の利用促進ということを考えるのであれば、那珂川清流

鉄道さんの旧ＪＲ烏山線の車両もあるということで、そこのところを一言、書き込んではどう

かなと、そんな思いもございますので、発言させていただきました。 

 お考えを聞きたいと思います。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  ただいまの青木議員からの御質問、２ページの件でございま

す。 

 当然、社会的発展の方向の概要ということでまとめさせていただいております。今、御提案

の部分につきましては、貴重な御意見だとして承りたいと思います。入れるか、入れないかは、

持ち帰らせていただきますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（渋井由放）  ６番青木敏久議員。 
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○６番（青木敏久）  この場ですので、十分、御検討の上、庁内で協議していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  この会期中に御回答したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○６番（青木敏久）  了解です。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

 ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  ちょっと確認なんですけど、今回の資料というのは、旧南那須町が表

に入っただけなのか、それに加えて何かほかにここを追加したというのは……そういう見方で

見ようと思ったんだけど、ただそれだけなのかな。表に旧南那須町を入れただけなのか、それ

で中身は何も変えていないのか、ちょっとそれだけ教えて。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  今回の変更については、４月１日付で旧南那須町地域が指定

になったということでの変更でございます。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

 １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  辺地対策事業債で、市道曲畑田野倉線が改良されていますね。こち

らの道路改良はどんな状況なんでしょうか。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  今の御質問でございます。 

 当然、過疎が指定になれば、有利な起債が借りられます。過疎対策事業債と申し上げますが、

今、髙田議員の御質問の中に、曲畑田野倉線の話が出ました。これは現在も３年目で進めてお

りますが、これは辺地対策事業債ということで、有利な起債を活用させていただいています。 

 今回の過疎対策事業債につきましては、参考までに、今年度の起債予定としましては、やは

り道路３本、３路線ですね。内訳としては、橋梁も含めるということで現在、進めております。

詳細は都市建設課長のほうが存じ上げておりますが、今年度もそういった有利な起債も活用し

て進めてまいりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（渋井由放）  よろしいですか。 

 佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  ただいま総合政策課長が申し上げましたとおり、田野倉曲畑

線、それから下川井柏崎線、こちらにつきましては、辺地対策事業債ということで事業を進め
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ておりまして、新たに過疎対策事業債を使用しまして整備するのが、橋梁の維持管理というこ

とで、三箇小白井線、南那須の一番上流、三箇の上にあります青雲橋、こちらの橋梁補修に取

り組んでまいります。 

 それから、同じく橋梁の維持管理ということで、塗装にＰＣＢという、そういうものが入っ

ている橋がございまして、それを取り除く工事をやります。それが神長地内でございますね。

古屋敷萩田線、塙橋、こちらの工事を実施します。 

 それから、森田の芳朝寺の下のところに寺下橋というのがございますが、こちらにつきまし

ても整備するということで、そちらの設計業務に３路線ということになりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  了解。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  先ほど青木議員にお答えした部分でございますが、私もちょ

っと補足させていただきますが、メグロブランドなどというような文言を付け加えさせていた

だいた理由には、１つは、県の方針にメグロブランドが追加となったことから、こういったこ

とを踏まえさせていただきました。 

 それだけ補足させていただきます。あとの分は御検討させてください。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  私は９点ほどお伺いします。 

 まず、この過疎の地域指定というのは、本市の申請によって指定されたのか、それとも国の

一方的な公示があって、旧南那須の地域が追加指定になったのか、まずこの１点をお伺いした

いと思うんですが、この文言を見ますと、「旧南那須地域が追加指定を受けた」とあるんです

が、国の公示によりそうなったというのですから、はてな、これはどっちが主体なのかなと思

いまして、お伺いするものです。 

 それと２点目は、この計画書の３ページに、人口の問題があります。旧烏山、旧南那須、両

地区の人口の差、これを見ますと、昭和５０年の頃、今からでは５０年も前は、烏山２に対し

て南那須１と、２対１ぐらいの人口の差があったんですが、これが年々縮まってきて、今は

４対６、烏山６、南那須４、そのぐらいの割合になって、どんどん、どんどんこの差がなくな

ってくるわけなんですが、旧烏山、南那須、その両人口が同数になるのは、これは今から何年

後になると見込まれているのか、これについてお伺いします。 

 ３点目、お伺いします。７ページに、水道の施設の更新計画がありますね。これはもう令和
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３年度から、決算書を見ますと、鴻野山・向田地区を１,０００メートルほど事業をしたとあ

るわけなんですが、これはこの事業計画でもって、今回のそのやりたい部分というのは全部で

きるのかどうか、この計画内容についてお伺いしたいと思います。 

 次に４点目は、９ページに、５か年計画の具体的な事業がまだ載っていないんですが、この

策定時期ですね。いつこの事業が策定されるのか、それとこれに対する過疎に関する補助率と

いうのは何％になるのかをお伺いしたいと思います。 

 ５点目は、１８ページに下水道関係がありますね。烏山地区の下水道水洗化率、３９.１％

ではなかったかと思いますね。それで将来、確実に達成できる水洗化率というのは、とても

１００％なんかできっこないですよね。何％までを見込んでいるのか、この辺のところをお伺

いしたいと思います。 

 ２０ページに、住宅の問題があります。住宅一部用途廃止をするということになっているん

ですね。これは入居希望者が減少しているために、市営住宅を縮小しようとしているのかどう

かについてお伺いします。この住宅は、もう築後３４年から６８年も経過している本当に古い

住宅ですね。これについてどう考えているのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、２３ページ、医療の件です。医療の確保の件なんですが、今この資料を見ますと、市

内に個人の開業医というのは、１７医療機関があるようですね。この１７医療機関、後継者は

どうなのか、非常に私、このところを心配しているものですから、その辺のところ、情報が把

握できているなら、お伺いしたいと思います。 

 次に、２７ページの資料館の整備の件です。ここでは、整備困難とあるわけですね。私、こ

の歴史文化財の歴史や文化に関するこういった資料の保存に関心、どうも執行部では関心がな

いのではないか。これは教育長もそのように考えているのではないかと思っているんですが、

この辺のところはどうなんでしょうか。 

 次に、２９ページの本庁舎の件、これは同僚議員が今回の一般質問に入れているものですか

ら、私はこれは遠慮したいと思います。ですから、８点、質問申し上げました。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  私のほうからは、全体計画、総合政策課のほうで担当してお

りますので、私のほうでは、５番、６番、７番は所管課長のほうから説明させますので、それ

以外について、私のほうで御説明申し上げます。 

 まず１つ目ですが、過疎地域の指定は国の指定かどうかということでございます。これは国

の指定によるものでございます。 

 ２点目の人口の差についてでありますが、地区別人口の推移というもので、市のほうでは、
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第２期市のまち・ひと・しごと創生総合戦略というものを策定しております。その中で、令和

４２年、いわゆる３８年後ですかね、の推計を行っております。その際には、旧烏山地区の人

口が６,９４６人、旧南那須地区が４,９６８人というふうにシミュレーションをしております。

ということは、同数にはならないという計画で進めておりますので、御理解いただければなと

思います。ただし、市全域の過疎地域指定ということでもありますので、旧町単位で考えるの

ではなく、市全体としての人口減少対策に取り組むべきと私どもは考えておりますので、御理

解いただければと思います。 

 次に、３番目、４番目の御質問ですが、一括でお答えさせていただきます。 

 水道施設につきましては、平成２９年度に策定しました水道施設電気機械更新計画及び平成

３０年度に策定しました水道管路更新計画に基づき、送水管を含めた更新を進めております。

なお、本計画の１０ページ以降の分野別の主な施策につきましては、改めて具体事業に関する

計画を策定するものではなく、市総合計画や、総合計画に基づく個別計画の中で、実施時期な

どの具体的内容が示されることとなりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、８番目でございます。資料館整備の部分でございますが、歴史・文化の保存・活用は、

非常に重要な取組であると考えております。このようなことから、烏山城跡の国史跡指定後に

策定する烏山城跡保存活用計画の検討の中で、資料館機能を併せ持つガイダンス施設の整備に

ついて、他の公共施設との複合化などの具体的な検討を進めてまいることとしております。 

 庁舎整備については、省略させていただきます。 

 あと５番、６番、７番については、所管課長のほうから説明申し上げます。 

○議長（渋井由放）  髙田上下水道課長。 

○上下水道課長（髙田 勝）  私のほうは、５番の１８ページ、生活排水処理施設関係でお

答えさせていただきます。 

 まず、烏山地区下水道水洗化率３９.１％なんですけども、烏山地区の下水道水洗化率の向

上につきましては、これまでも戸別訪問やチラシ作成・配布など、下水道接続の推進に努力し

てきましたが、現状としては、水洗化率がほぼ横ばい状態でございます。 

 整備が済んだ地区につきましては、新築や改築の際に下水道への接続が見込まれますが、今

後、いつどのくらいの件数が接続となるかは、予想できない状態でございます。したがいまし

て、将来確実に達成できる率については、お答えしかねます。今後も啓発活動に努力してまい

りたいと思いますので、何とぞ御理解のほど、お願いいたします。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  私のほうからは、持続的発展計画２０ページの５、公営住宅

につきまして、答弁いたします。 



令和４年第５回９月定例会 第１日 

－63－ 

 公共施設等総合管理計画におきまして、市営住宅、当面につきましては新築はせず、新耐震

構造に沿った住宅は、計画的な維持管理による長寿命化を図り、未耐震住宅におきましては、

施設の老朽化や入居者の状況、それから土地の問題、借地等もありますので、それらを踏まえ、

用途配置を検討しているところでございまして、中山議員御質問の入居希望者につきましては、

減少というところではございませんで、空きが出た際には入居の募集をかけ、入居を決定して

いるところでございますが、そのときどきで募集の住宅によりましては、一度の募集では応募

がないというところもございます。そういう場合には、再度の募集をかけ、入居者を決定して

いるところでございますので、一概に減少しているというところではないと思いますが、現状、

市営住宅については、不足はしていないものと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（渋井由放）  皆川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆川康代）  ７番目の御質問、２３ページの医療の確保についてでござい

ます。 

 個人の開業医のそれぞれの後継者につきましては、市では把握しておりませんので、申し訳

ございませんが、ここでお答えすることができません。 

 ただ、今後一層、人口減少が進む中、医療の確保について見直しが必要だということになる

場合には、市の医師団ですとか南那須医師会等と連携をして、地域医療の体制等について検討

はしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  今、最後に答弁のあった個人開業医の今後の後継者がいるのかどう

かって、これは全く分からないということで、極めて残念です。大金、田野倉にもそれぞれ

１軒ありますが、どうもどちらも後継者がいないようなんですよ。そうしますと、これは本当

に将来大変だなと思っているわけなんです。 

 これはこの前も申し上げましたが、そうなると、やっぱり那須南病院が頼りということにな

るものですから、ここに相当これからお金をかけて整備することになるのではないかと思いま

すが、烏山地区もやっぱり同じような状況なのかなとは思っているんですが、これは皆川課長、

この辺のところは十分把握する必要があります。 

 これはこれからの那須烏山市の医療体制がどうなるのかは重要な問題ですから、検討してい

ただきたいと思っております。 

 それと、烏山地区の下水道ですね。確実な目標値が見通せないと。これは残念ですね。１つ

目標を立てて、これに向かって、例えば４０％なら４０％、４５だの５０なんて無理だと思い

ますから、１つ目標に向けて最大限の努力をする、これがそれぞれ与えられた職員の使命では
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ないかなと私は思っていますから、頑張ってください。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  答弁はよろしいですね。 

○１４番（中山五男）  結構です。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１６ 議案第１２号 那須烏山市過疎地域持続的発展計画の変更に

ついて、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第１７ 議案第１３号 令和３年度那須烏山市水道事業会計未処分利益剰余 

                   金の処分について 

 

○議長（渋井由放）  日程第１７ 議案第１３号 令和３年度那須烏山市水道事業会計未処

分利益剰余金の処分についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 
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○市長（川俣純子）  議案第１３号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、令和３年度水道事業会計の未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第

３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 内容は、令和３年度に補填財源として使用した減債積立金及び建設改良積立金の合計１億

１,９９３万３,８０６円並びに過去に補填財源として使用され、現金の裏づけがなくなってい

る未処分利益剰余金３,０１０万円の合計額１億５,００３万８,００６円の資本金に組み入れ、

残額の５億８,６０６万２,７５４円を建設改良積立金に積み立てるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１７ 議案第１３号 令和３年度那須烏山市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号は、原案のとおり可決いたしました。 

 日程第１８ 認定第１号から日程第２５ 認定第８号までの令和３年度那須烏山市一般会計

決算の認定について、令和３年度国民健康保険特別会計決算の認定について、令和３年度熊田

診療所特別会計決算の認定について、令和３年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について、
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令和３年度介護保険特別会計決算の認定について、令和３年度農業集落排水事業特別会計決算

の認定について、令和３年度下水道事業特別会計決算の認定について、令和３年度水道事業会

計決算の認定については、いずれも令和３年度決算の認定に関するものでありますことから、

一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１８ 認定第１号 令和３年度那須烏山市一般会計決算の認定について 

     ◎日程第１９ 認定第２号 令和３年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認 

                  定について 

     ◎日程第２０ 認定第３号 令和３年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定 

                  について 

     ◎日程第２１ 認定第４号 令和３年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の 

                  認定について 

     ◎日程第２２ 認定第５号 令和３年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定に 

                  ついて 

     ◎日程第２３ 認定第６号 令和３年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算 

                  の認定について 

     ◎日程第２４ 認定第７号 令和３年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定 

                  について 

     ◎日程第２５ 認定第８号 令和３年度那須烏山市水道事業会計決算の認定につい 

                  て 

 

○議長（渋井由放）  よって、認定第１号から認定第８号までの決算の認定については、一

括して議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  認定第１号から認定第８号まで、一括して提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 まず、認定第１号 令和３年度那須烏山市一般会計決算の認定についてでございます。 

 令和３年度は、第２次総合計画の４年度目として、目指すべき将来像に向けて、限られた財
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源の計画的な活用に努めることを基本として、予算の執行に当たってまいりました。 

 一般会計当初予算１０８億７,４１８万３,０００円の予算編成を行い、第２次総合計画の基

本目標に沿った子育て、教育、にぎわいの創出など、市民の生活優先を基本とした各種事業を

展開してまいりました。 

 歳入では、財源の柱である市税収入が、固定資産税の家屋の評価替え及び新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う中小企業者の固定資産税の減免などが要因となり、前年度を下回る結果とな

りましたが、普通交付税については、経済対策等に伴う国の補正予算による追加交付決定等に

より、前年度を上回る結果となりました。 

 今後も、自主財源確保のため、税の収納対策や新たな財源の確保に努めてまいります。 

 歳出では、なすから赤ちゃん応援事業、保健福祉センター施設整備事業、新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業、住民税非課税世帯及び子育て世帯への臨時特別給付金事業、社

会資本整備総合交付金及び合併特例債を活用した道路整備事業、大桶運動公園施設整備事業、

小中学校照明ＬＥＤ化事業、国体開催運営事業等に取り組むこととし、地方創生臨時交付金を

活用し、市内中小事業者への支援事業や学校給食費への助成事業などに取り組んでまいりまし

た。 

 少子高齢化の進展、人口減少問題、後年度において取り組むべき施設の集約化や整備事業な

ど、これから多大なる財政負担が必要となってまいります。 

 今後も、中長期財政計画や公共施設等総合管理計画に基づき、一層の行財政改革・財政運営

の健全化に努めながら、無駄のない確実性のある事業の推進を図ってまいります。 

 さて、令和３年度一般会計の決算状況を申し上げます。 

 歳入総額は１３６億１,９２６万９,０７０円で、前年度比３１億６,８８６万６,４７０円、

１８.９％の減であります。歳出総額は１３０億６,３８４万９,７３３円で、前年度比３１億

１,９３０万８,３１５円、１９.３％の減であります。歳入歳出差引額は５億５,５４１万

９,３３７円であります。翌年度へ繰り越すべき財源は４,７２４万７,０００円、実質収支額

は５億８１７万２,３３７円、歳計余剰金の処分として、財政調整基金への積立額１億

３,０００万円、庁舎整備基金への積立額８,０００万円、市有施設整備基金への積立額

８,０００万円であります。 

 令和３年度の純繰越金は２億１,８１７万２,３３７円で、予算額に対する執行率は、歳入が

９９.４％、歳出が９５.３％でありました。 

 それでは、歳入歳出の主な内容を御説明いたします。 

 まず、歳入であります。 

 市税は、３２億１,４２９万４,０００円、対前年度比１億６６３万９,０００円、３.２％の
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減額となりました。主に固定資産税の家屋の評価替え及び新型コロナウイルス感染拡大に伴う

中小企業者の固定資産税の減免が要因であります。 

 地方譲与税及び各交付金は、おおむね前年度を上回る結果となりました。 

 普通交付税は、国の補正予算による追加交付決定等により、対前年度比３億９,７４１万

３,０００円、１０.３％の増額となりました。 

 特別交付税は、対前年度比２３１万円、０.４％の減額となりました。 

 地方交付税総額は、４８億２,４２０万７,０００円、対前年度比３億９,５１０万

３,０００円、８.９％の増額となりました。 

 国庫支出金は、特別定額給付金給付事業費補助金、農地・農業用施設災害復旧事業費補助金

等の減額により、対前年度比３２億８,０７０万２,０００円、５７.７％の減額となりました。 

 県支出金は、畜産担い手育成総合整備事業費補助金等の減額により、対前年度比１億１万

３,０００円、１０.８％の減額となりました。 

 市債は、観光施設整備事業債や公共土木施設災害復旧事業債等の減により、対前年度比２億

８,８５０万、３３.９％の減額となりました。 

 次に、歳出であります。 

 １款議会費は、おおむね同水準であります。対前年度比１６７万９,０００円、１.３％の減

額となりました。 

 ２款総務費は、特別定額給付金の減などにより、対前年度比２１億３,４４８万９,０００円、

５１％の減額となりました。 

 ３款民生費は、住民税非課税世帯給付金、子育て世帯給付金の増額により、対前年度比６億

５１６万５,０００円、１５.８％の増額となりました。 

 民生費は、一般会計全体の３３.９％を占め、総額４４億３,３１２万４,０００円となって

おります。 

 ４款衛生費は、令和元年東日本台風における塵芥収集処理費が減となったものの、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業費の増などにより、対前年度比８６３万２,０００円、

０.６％の増額となりました。 

 ６款農林水産業費は、畜産担い手育成総合整備事業費の減により、対前年度比１億

２,４１８万９,０００円、２２.６％の減額となりました。 

 ７款商工費は、龍門ふるさと民芸館施設整備費の減などにより、対前年度比１億

４,２２０万円、２０.３％の減額となりました。 

 ８款土木費は、道路整備事業費、大桶運動公園施設整備費の増により、対前年度比１億

７,６０３万１,０００円、２４.２％の増額となりました。合併特例債を活用した道路整備
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５路線、辺地対策事業債を活用した道路整備２路線に取り組んでまいりました。 

 ９款消防費は、消防車庫建築工事費、防火水槽設置工事費が増となったものの、防災情報伝

達システム個別受信機整備事業費の減により、対前年度比は３,２７０万６,０００円、

４.９％の減額となりました。 

 １０款教育費は、国体開催運営事業費や、南那須武道館解体工事費、学校給食費保護者負担

軽減交付金などが増となったものの、教育情報ネットワーク整備事業費の減などにより、対前

年度比１億６,８７２万８,０００円、１２.９％の減額となりました。 

 １１款災害復旧費は、令和元年東日本台風災害による農地・農業用施設災害復旧費や公共土

木施設災害復旧費の減などにより、対前年度比１３億１,８９０万５,０００円、９５.５％の

減額となりました。 

 １２款公債費は、災害復旧事業に伴う市債の償還が始まったことから、対前年度比

１,３７５万９,０００円、１％の増額となりました。 

 なお、令和４年３月３１日現在の市公有財産である土地、建物、山林、出資による権利、物

品の状況、基金残高の状況等は、決算書に附属資料として添付しました財産に関する調書のと

おりであります。 

 次に、認定第２号 令和３年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認定についてでござ

います。 

 国民健康保険事業の財政運営主体が市から栃木県に移行して、４年目の決算となっておりま

す。 

 さて、国民健康保険特別会計には、事業勘定と診療施設勘定の２つの勘定がございます。ま

ず、事業勘定から御説明申し上げます。 

 令和３年度末国民健康保険加入世帯は、４,１６３世帯、対前年比１０３世帯減、被保険者

数は６,７６９人、対前年度比２３４人減でありました。 

 令和３年の事業勘定の決算額は、歳入決算額が３４億１,０２６万１,２４０円、歳出決算額

が３３億８７０万５,９７１円であります。歳入歳出差引残額は１億１３８万５,２６９円であ

り、このうち、財政調整基金に６,０００万円を積み立てました。 

 歳入の主なものは、国保税のほか、県支出金及び繰入金等であり、歳出の主なものは、保険

給付費が全体の約７０.４％を占め、続いて国民健康保険事業費納付金となっております。 

 国保財政の健全化のためには、医療費の適正化が最重要課題であり、今後も市民の健康増進

を目指して努めてまいります。 

 次に、診療施設勘定でございます。 

 歳入決算額は５,４５２万２,１７６円、歳出決算額は５,０５８万７８円であり、歳入歳出
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差引残額は３９４万２,０９８円となりました。このうち、国保診療所運営基金に２００万円

を積み立てました。前年度と比較して、歳入は１２.９％、歳出は９.８％の増となっておりま

す。 

 令和３年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大による受診者の医療機関の

受診控えにより、患者数は２.６％、診療収入は３.４％の減となり、前年度と比較すれば減少

幅が少なくはなりましたが、基金繰入額を増額した運営となりました。 

 診療所の果たす役割は大きく、地域住民の医療の確保と健康増進のために、今後も各位の御

理解と御協力をいただきながら、適正な運営に努めてまいる所存でございます。 

 なお、国民健康保険特別会計決算につきましては、先般の那須烏山市国民健康保険運営協議

会に諮問し、原案のとおり承認を得ております。 

 次に、認定第３号 令和３年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

 熊田診療所は、へき地診療所として、地域医療の充実を第一に考えた運営に努めており、特

に高齢者の利用が多く、高齢者の身近な医療機関として、地域に密着している状況でございま

す。 

 令和３年度の決算額は、歳入決算額が５,４４４万５,５１４円、歳出決算額が４,５９９万

５,８１８円であります。歳入再歳出差引残高は８４４万９,６９６円であり、このうち熊田診

療所運営基金に４００万円を積み立てました。 

 前年度に比較して、患者数は２.７％、診療収入は０.１％減となっており、不足する財源は

基金繰入及び一般会計繰入により運営いたしました。 

 熊田診療所が地域の身近な医療機関として地域住民に果たす役割は大きく、今後も経営努力

を惜しまず、健全運営に努めてまいる所存であります。 

 次に、認定第４号 令和３年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の認定についてでご

ざいます。 

 後期高齢者医療制度は、平成２０年度から施行され、被保険者の理解も深まり、広く定着し

てきたところであります。 

 令和３年度の決算額は、歳入決算額が３億６,０２２万３,６５３円、歳出決算額が３億

５,６３９万５,６４６円であり、歳入歳出差引残額は、３８２万８,００７円であります。 

 歳入の主なものは、保険料及び一般会計繰入金であり、歳出の主なものは、後期高齢者医療

広域連合納付金であります。前年度に比較して、歳入は１.６％、歳出は１.３％の増となって

おります。 

 今後も、栃木県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の着実な運営と事務の効率化を推進
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し、医療の適正化と高齢者の健康増進に努めてまいります。 

 次に、認定第５号 令和３年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定についてでございま

す。 

 介護保険は、第８期介護保険事業計画の１年目として、介護サービス及び介護予防サービス

の給付、地域支援事業の充実に取り組んでまいりました。 

 令和４年３月末現在の要介護及び要支援認定者数は１,６５４名であり、そのうち８７.１％

の１,４４０名がサービスを利用しており、在宅サービスの利用者が８０.１％、施設サービス

利用者は１９.９％という状況でございます。 

 令和３年度の決算額は、歳入決算額が２９億８,７５８万９,７２６円、歳出決算額が２８億

５,６６４万６円、歳入歳出差引残額は１億３,０９４万９,７２０円でございます。このうち、

４,０００万円を介護保険財政調整基金に積み立てております。 

 また、予算額に対する執行率は、歳入が１００.９％、歳出が９６.５％でございます。 

 歳入の主なものは、保険料、介護給付費の国・県負担金、支払基金交付金、繰入金でありま

す。そのうち、介護保険料の収入済額は５億９,５１２万１,０６６円、収入未済額は５３３万

７,５１４円、収納率は９９％であります。 

 国庫支出金・県支出金は、介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金・交付金として交付

されたものであります。 

 支払基金交付金は、第２号被保険者の納付保険料が、介護給付費交付金及び地域支援事業の

介護予防事業交付金として交付されたものであります。 

 繰入金は、介護給付費の市負担分及び職員給付等を一般会計から繰り入れたものであります。 

 歳出の主なものは、総務費が、職員人件費、電算処理業務委託料、介護認定時の主治医意見

書作成委託料、認定支援審査会運営に伴う諸費用、認定調査に伴う諸費用であります。 

 保険給付費は、介護サービス等諸費、介護予防サービス等の諸費、高額介護サービス等費、

高額医療合算介護サービス等費、低所得者を対象とした特定入所者介護サービス等費などであ

ります。 

 地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援

事業・任意事業費等として支出しております。 

 諸支出金は、前年度実績による国県・等負担金、償還金及び第１号被保険者の死亡及び転出

に伴う介護保険料の還付金であります。 

 本市は依然、高齢者世帯の独居高齢者数が県内でも上位にあるため、介護予防・日常生活支

援総合事業により、高齢者の生活を支える多様なサービス体制の整備に取り組んでおります。

現在、烏山地区に１か所、南那須地区に１か所、地域包括支援センターを設置し、多様な相談
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や問題ケースに対応できるよう、体制強化を図りました。 

 フレイル予防を目的とした一般介護予防事業では、市内各地域に設置されたふれあいの里を

中心に、住み慣れた地域で地域の高齢者を支援する体制づくりを進めております。令和４年

３月末現在で、１５か所設置いたしております。 

 今後も、高齢化問題、地域共生社会の実現に対応するため、地域包括ケアシステムの深化に

向けて推進してまいります。 

 次に、認定第６号 令和３年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算の認定についてで

ございます。 

 農業集落排水事業は、農村地域の生活環境の改善と、快適な水環境保全のため、興野地区に

おいて平成１２年１月に供用を開始し、以来、施設の適正な維持管理と水洗化率の向上に努め

てまいりました。令和３年度末現在の水洗化率は８７.２％であります。 

 令和３年度の決算額は、歳入決算額が６,５５４万１９５円、歳出決算額が６,２６７万

９,６４７円、歳入歳出差引残額は２８６万５４８円であります。 

 歳入の主なものは、農業集落排水使用料、一般会計繰入金、市債等であり、歳出の主なもの

は、建設事業に係る地方債の元利償還金、水処理センター施設の維持管理費等であります。 

 次に、認定第７号 令和３年度那須烏山市水道事業特別会計決算の認定についてでございま

す。 

 下水道事業は、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全を目的に、南那須

地区では、特定環境保全公共下水道が平成１０年３月に、烏山地区では、公共下水道が平成

１５年３月に供用を開始しました。 

 烏山中央処理区、南那須処理区を合わせました現在の計画面積は２４９.６ヘクタールであ

り、令和３年度末で１８５.２ヘクタールの整備が終了し、整備率は７４.２％であります。 

 令和３年度は、下水管渠の整備と施設の適正な維持管理、水洗化の促進事業に努めてまいり

ました。 

 令和３年度決算額は、歳入決算額が３億６,９９４万２,９９０円、歳出決算額は３億

４,５４６万７,１２９円、歳入歳出差引残額が２,４４７万５,８６３円、翌年度へ繰り越すべ

き財源が２,４４７万５,８６３円であります。 

 歳入の主なものは、下水道使用料、受益者負担金、国庫補助金、一般会計繰入金、市債等で

あります。 

 歳出の主なものは、両水処理センターの維持管理費、建設事業に係る地方債の元利償還金、

烏山水処理センター曝気槽地減速機等修繕工事、南那須水処理センター施設修繕工事でありま

す。 
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 下水道事業につきましては、引き続き適切な施設の維持管理と水洗化率の促進に努めてまい

ります。 

 最後に、令和３年度那須烏山市水道事業会計の決算認定についてであります。 

 令和４年３月末までの営業実績は、給水件数１万１２１件、給水人口２万４,１６０人、有

収水量２５３万９,０５４立方メートル、１日最大配水量１万１,４６１立方メートル、水道料

金収納率９９.２％であります。 

 収益的収支は、消費税抜きで水道事業収益６億１０９万９,６２１円、水道事業費用４億

８,２６７万５,７２０円であります。この結果、令和３年度純利益は、１億１,８４２万

３,９０１円となりました。 

 資本的収支は、資本的収入１億７４５万７,９５２円、資本的支出４億４,８７３万

７,２４８円であります。差引不足額３億４,１２７万９,２９６円は、当年度分消費税及び地

方消費税、資本的収支調整額、減債積立金取崩額、建設改良積立金取崩額及び引継金で補填い

たしました。 

 以上、認定第１号から認定第８号まで、令和３年度決算の認定について、一括して提案理由

の説明を申し上げました。 

 何とぞ慎重に御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（渋井由放）  ここで休憩いたします。再開を１５時２０分といたします。 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時２０分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、決算審査の結果について、代表監査委員の報告を求めます。 

 瀧田晴夫代表監査委員。 

○代表監査委員（瀧田晴夫）  監査委員の瀧田です。地方自治法の規定に基づき、市長から

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況について、議会選

出の相馬監査委員と私が審査した結果を報告いたします。 

 なお、市長から詳細な説明があったこと及び現在、新型コロナウイルスのＢＡ.５対策強化

宣言中ですので、簡潔に報告いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元の令和３年度那須烏山市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査

意見書を御覧ください。 

 １ページです。第１の審査の期間は、令和４年７月５日から１４日までの、７月５、１１、
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１２、１４日に、市役所南那須庁舎及び水道庁舎で実施いたしました。 

 第２の審査の対象及び第３の審査の方法については、記載のとおりです。 

 第４の決算の概要ですが、令和３年度は、前年度と比べ約３１億円程度、予算規模が縮小し

ております。主な原因は、新型コロナウイルス対策及び災害復旧によるものと思われます。新

型コロナウイルス対策では、定額給付金の終了、災害復旧では、事業が峠を越したことによる

ものと思われます。 

 ２ページです。各会計の決算状況です。予算額は、一般会計が当初予算額１０８億

７,４１８万３,０００円に、補正予算額、継続費及び繰越事業費、繰越財源充当額を合わせた

予算現額は、１３７億１５１万７,０００円、特別会計は、当初予算７０億３,００９万

２,０００円に、補正予算額１億６,０６２万３,０００円を合わせた予算現額７１億

９,０７１万５,０００円、一般会計、特別会計を合わせた予算現額は２０８億９,２２３万

２,０００円です。 

 一般会計及び特別会計ごとの決算状況は、３ページの表のとおりでございます。歳入総額

２０９億２,１７９万４,５６４円、歳出総額２００億９,０４８万４,０２６円、差引残額８億

３,１３１万５３８円となっております。 

 ４ページです。２の一般会計の決算状況です。 

 （１）の決算収支です。歳入総額から歳出総額を差し引いた残額は、５億５,５４１万

９,３３７円。ここから翌年度に繰り越すべき財源４,７２４万７,０００円を差し引いた実質

収支額は、５億８１７万２,３３７円となっております。 

 この実質収支額のうち、財政調整基金に１億３,０００万円、市有施設整備基金及び庁舎整

備基金にそれぞれ８,０００万円ずつ繰り入れたところです。 

 （２）の財政運営についてです。アの歳入について。歳入に係る費用は、５ページ、６ペー

ジです。収入済額１３６億１,９２６万９,０７０円で、調定額に対する収納率は９５.９％、

収入未済額５億５,６６２万９,６３７円、不納欠損額は２,８８８万８,０３３円。 

 歳入の主なものは、地方交付税、市税及び国庫支出金で７６.７％となっております。 

 収入済額を前年度と比較すると、３１億６,８８６万６,４７０円減少しております。主な要

因は、普通地方交付税の増額があるものの、国庫支出金の大幅な減のほか、市債、市税、県支

出金の減でございます。 

 収入未済額の９９.３％及び不納欠損額の９９.６％を市税が占めております。 

 ７ページです。イの歳出についてです。歳出に係る表は７ページ、８ページです。 

 支出済額１３０億６,３８４万９,７３３円で、予算現額に対する執行率は９５.３％。歳出

の主なものは、民生費、総務費、衛生費、公債費となっております。 



令和４年第５回９月定例会 第１日 

－75－ 

 繰越額は２億９９６万３,０００円で、民生費及び農林水産業費、土木費となっております。 

 ８ページの地方債の状況については、記載のとおりです。 

 ９ページです。３の特別会計の決算状況です。（１）の国民健康保険特別会計歳入に係る費

用は９ページ、１０ページです。Ａの事業勘定の実質収支額は１億１３８万５,２６９円で、

そのうち６,０００万円を国民健康保険財政調整基金に繰り入れております。 

 収入済額は３４億１,０２６万１,２４０円で、調定額に対する収納率９７.９％、収入未済

額は６,７７５万１,８９１円、不納欠損額は５９６万５,１５７円。 

 歳入の主なものは、県支出金、国民健康保険税です。 

 保険税の調定額に対する収納率は８９.５％で、前年度より１.５ポイント増加しております。 

 １０ページです。イの歳出についてです。歳出に係る表は１０ページ、１１ページです。支

出済額３３億８８７万５,９７１円で、予算現額に対する執行率は９９.３％。歳出の主なもの

は、保険給付費及び国民健康保険事業納付金です。 

 １１ページです。診療施設勘定の実質収支額は３９４万２,０９８円で、そのうち２００万

円を国民健康保険診療所運営基金に繰り入れております。 

 歳入に係る表は１１、１２ページです。収入済額５,４５２万２,１７６円で、調定額に対す

る収納率は１００％です。歳入の主なものは、診療収入及び繰入金です。 

 １２ページです。歳出についてです。支出済額５,０５８万７８円で、予算現額に対する執

行率は９３.８％。歳出の主なものは総務費及び医業費です。 

 １３ページです。（２）の熊田診療所特別会計、歳入に係る表は１３ページ、歳出に係る表

が１４ページです。実質収支額は８４４万９,６９６円で、そのうち４００万円を熊田診療所

運営基金に繰り入れております。収入済額５,４４４万５,５１４円で、調定額に対する収納率

１００％です。歳入の主なものは、診療収入及び繰入金です。 

 １４ページです。歳出についてです。支出済額４,５９９万５,８１８円で、予算現額に対す

る執行率は９３.６％。歳出の主なものは、総務費及び医業費です。 

 １５ページです。（３）の後期高齢者医療特別会計です。歳入に係る表が１５ページ、歳出

に係る表が１６ページです。実質収支額３８２万８,００７円です。収入済額３億６,０２２万

３,６５３円で、調定額に対する収納率９９.６％です。収入未済額１２０万３,１３２円。不

納欠損額は１４万８,３００円です。歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び繰入金で

す。保険料の調定額に対する収納率は９９.４％で、前年度とほぼ同じ水準です。 

 １６ページです。歳出についてです。支出済額５億５,６３９万５,６４６円で、予算現額に

対する執行率は９８.３％。歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金です。 

 １７ページです。介護保険特別会計です。歳出に係る表が１７、１８ページ、歳出に係る表
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が１８、１９ページです。実質収支額１億３,０９４万９,７２０円で、そのうち４,０００万

円を介護保険財政調整基金に繰り入れております。収入済額２９億８,７５８万９,７２６円で、

調定額に対する収納率は９９.８％。収入未済額５３３万７,５１４円。不納欠損額９０万

９,６８１円。歳入の主なものは、支払基金交付金、国庫支出金、保険料です。保険料の調定

額に対する収納率９９％で、前年度より０.１ポイント増加しております。 

 １８ページです。歳出についてです。支出済額２８億５,６６４万６円で、予算現額に対す

る執行率は９６.５％。歳出の主なものは保険給付費です。 

 ２０ページです。農業集落排水事業特別会計です。歳入に係る表が２０ページ、歳出に係る

表が２１ページです。実質収支額は２８６万５４８円です。収入済額６,５５４万１９５円、

調定額に対する収納率は９９.８％、収入未済額１０万２,４１４円、不納欠損額２万

３,０６８円。歳入の主なものは、繰入金、使用料及び手数料です。使用料及び手数料の調定

額に対する収納率は９８.９％で、前年度より０.３ポイント減少しております。 

 ２１ページです。支出済額は６,２６７万９,６４７円で、予算現額に対する執行率は

９７.２％。歳出の主なものは、総務費及び公債費です。 

 ウの地方債の状況については、記載のとおりです。 

 ２２ページです。下水道事業特別会計。歳出に係る表は２２、２３ページ、歳出に係る表が

２３ページです。実質収支額は２,４４７万５,８６３円です。収入済額３億６,９９４万

２,９９０円で、調定額に対する収納率は９９.８％。収入未済額４２万６,１５９円。不納欠

損額は１９万３,６０６円。歳入の主なものは、繰入金、市債、使用料及び手数料です。分担

金及び負担金の調定額に対する収納率は８１.２％で、前年度より８.２ポイント減少しており

ます。使用料及び手数料のそれは９９.３％で、前年度より０.５ポイント増加しております。 

 ２３ページです。歳出についてです。支出済額３億４,５４６万７,１２７円で、予算現額に

対する執行率９４.２％。歳出の主なものは、公債費、総務費です。 

 ウの地方債の状況については、記載のとおりです。 

 ２４ページです。財産の管理状況です。 

 公有財産です。行政財産中、土地及び建物並びに普通財産で異動がありました。土地の行政

財産の増は、国土調査に伴う修正増、普通財産の減は、有償払下げによるものです。 

 建物は、七合保育園の園舎・倉庫の解体、南那須武道館の解体などによる面積の減少です。 

 山林の所有、分収、いずれも面積については変更はありません。所有の推定蓄積量及び分収

の推定蓄積量、生育によるものです。 

 ２５ページです。基金の運用及び管理状況です。基金は、一般会計に新たにまち・ひと・し

ごと創生推進基金を設置した結果、１５基金となり、特別会計５基金と合わせて２０基金で運
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用しており、年度末残高１００億４,１４５万２,３０６円。昨年度の残高に積立金、取崩額、

歳計剰余金処分を加減した結果、１１億３,６７９万３,０００円増加しました。 

 基金の運用状況については、足利銀行をはじめ５つの金融機関に分散し、定期預金を主体と

して運用しております。なお、奨学基金の一部については地方債、市有施設整備基金の一部に

ついては、地方債及び国債、地域振興基金の一部については、国債で運用しております。 

 ２６ページの審査結果及び意見についてです。一部、確認できなかった部分はあるものの、

令和３年度の各会計の歳入歳出決算に係る計数は、審査した範囲の結果では、おおむね適正と

認められます。また、予算の執行状況、財務に関する事務及び財産の管理については、おおむ

ね適正に執行されていると思います。基金の運用についても、それぞれ設置目的に沿って、適

正かつ効率的に運用されていると思います。 

 主な意見についてです。 

 まず、一般会計、歳入総額１３６億１,９００万円余、前年度と比較いたしまして、約

３１億６,８００万円余の減。歳入に係る財源の構成比率は、自主財源が２９.３％、依存財源

が７０.７％で、自主財源が昨年より５.２ポイント増加しておりますが、災害復旧や新型コロ

ナ対策などにより、国庫支出金の大幅減による構成割合の変化によるものではないかと思われ

ます。自主財源比率が低いのは変わりないと思います。 

 収入未済額は５億５,６００万円余、不納欠損額２,８００万円余となっております。特に市

税の徴収率は、最低であった平成２４年の６６.３％よりは改善されているものの、８４.７％

は、栃木県の平均徴収率９６.６％を大きく下回っております。これは、市税調定額の約

５７％を占める固定資産税の徴収率が７６.４％であること、特に数件の大口滞納者の存在が

原因と思われます。つきましては、不調に終わった固定資産の大口滞納法人の不動産公売の引

き続きの対応、それと県と連携した共同催告や差押え処分など、法的処置を含めた収納未済の

解消に取り組んでいただきたいと思います。また、市税の徴収率が７年連続、県内最下位とな

ったことにより、市民の不公平感が生じることのないよう、引き続き丁寧な情報提供をお願い

いたします。 

 歳出総額は１３０億６,３００万円余、昨年度と比較して約３１億１,９００万円余の減。予

算の執行率は９５.３％で、前年度と比較して１.３ポイント高くなっておりますが、令和元年

東日本台風前の平成３０年度と比較すると若干低い状況にありますが、新型コロナウイルス感

染症対策などによる予算規模の確定によるものではないかと思います。 

 不用額は４億２,７００万円余で、予算現額に対し３.１％程度であり、問題ないのではない

かと思います。 

 基金及び歳計現金の公金については、公金等の管理運用に関する基準に基づき、リスクに配
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慮した管理がされていると思います。超低金利時代の現在、高い効果を上げることは困難と思

いますが、引き続き適切な資金運用をお願いいたします。なお、令和元年東日本台風に伴い、

国、県、市などが連携して行う那珂川緊急治水対策プロジェクトにおける霞堤整備及び防災集

団移転事業について、適切な対応をお願いいたします。 

 次に、特別会計についてです。 

 歳入総額７３億２００万円余、歳出総額７０億２,６００万円余、実質収支額２億

７,５００万円余、収入未済額７,４００万円余、不納欠損額７００万円余となっております。

前年度と比べ、収入未済額は約１,５００万円余減少しております。不納欠損額は逆に

１２５万円増加しております。引き続き、減少に向けた工夫をお願いいたします。 

 また、一般会計からの繰入金は１０億６,０００万円余で、前年度と比べ、約２,０００万円

増加しております。一般会計と同様、市民の不公平感を払拭するため、収納とともに、特別会

計の独立採算制の原則に基づいた経営に向けて、引き続き努力してください。 

 不用額については、全会計で１億６,０００万円余の予算現額に対し、２.３％程度ですが、

会計によるばらつきは、その性質上、やむを得ないのではないかと思います。 

 ２７ページです。今後の財政状況についてです。先ほど報告がありました報告２号 令和

３年度健全化判断比率及び資金不足比率については、問題は見受けられませんでした。 

 なお、地方債残高が過去最少値に、基金残高が過去最大になったことは、財政状況の立て直

しの成果として評価すべきものと思います。しかしながら、将来を展望した場合、今後、人口

の減少、高齢化が進展することを考えると、歳入の基本である市税の増加は考えにくいものが

あります。 

 一方、建物及びインフラ系公共施設の老朽化、耐震化のために、長期にわたり多大な財政負

担、また少子高齢化や人口減少に対応した社会保障施設に対する負担は年々、増加傾向に、さ

らに庁舎整備及び広域行政事務組合に対する財政負担もあります。令和３年度に健康管理セン

ターを用途廃止し、公共施設等管理計画策定後、１０施設の用途廃止が行われました。また、

七合保育園や南那須武道館の解体が行われたところであり、引き続き適切な対応をお願いいた

します。 

 財政の弾力性を示す経常収支比率については８３.８％で、前年度と比較して４.４ポイント

改善されていると思いますが、普通交付税、普通地方交付税などの増額による収入増と災害復

旧に係る支出の減によるものではないかと思われます。 

 一方、財政の豊かさを示す指標である財政力指数は０.４４６で、全県的に前年より低下し

ているところでありますが、県内２５市町平均の０.７１５を下回り、県内２３位の本市にお

いては、資産の適正な利活用、遊休資産の売却など、さらなる効果的・効率的な対応が必要か
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と思われます。 

 次に、人材の育成・確保についてです。多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応するた

め、引き続き職員の資質向上と意識改革、有資格者の退職等を見据えた計画的な人材確保とと

もに、職員の定年延長についても適正な対応をお願いします。 

 また、業務の効率的執行確保の観点から、組織間の緊密な連携と、必要な説明責任を果たす

ことを望むものであります。 

 次に、法令に対する適切な対応についてです。契約締結に当たっては、法令上、十分な説明

責任が果たせるよう、適切な対応とともに、法令の改正に伴う契約書作成に異論のないよう、

お願いいたします。 

 最後に、災害時・緊急時の対応です。大規模災害が頻発する昨今、市民の生命や財産を守る

観点から、緊急の行動マニュアルの作成や訓練等の実施の検討をお願いいたします。また、多

発している土砂等の埋立てについても、適切な対応を望むものであります。 

 一般会計、特別会計、基金運用状況に係る審査結果の報告は以上です。 

 続きまして、水道事業の決算について審査した結果を報告いたします。お手元の令和３年度

那須烏山市水道事業決算審査意見書を御覧ください。 

 １ページです。第１の審査の期日等、第２の審査の対象及び財産の審査の方法は、記載のと

おりです。 

 第４の事業の概要です。管路更新計画に基づく鴻野山地内及び向田地内の配水管更新工事を

実施、また、老朽化に伴う小白井浄水場及び三箇浄水場の送水ポンプ取替え工事、前年度から

の一般県道烏山停車場線の共同溝設置工事に伴う中央地内配水管布設替えを行っております。 

 水道料金の現年分の収納率は、昨年度より０.２ポイント増の９９.２％でした。 

 ２ページです。業務実績については、表のとおりです。 

 有収率は６５.０％で、前年度と同水準ですが、類似団体の、これは２年度なんですが、

７９.３％を大きく下回っております。 

 ３ページです。２の予算執行の状況です。（１）の収益的収入及び支出です。アの収益的収

入は、予算額に対する収入率１０３.１％、イの収益的支出は、予算額に対する執行率

９２.８％。 

 ４ページです。（２）の資本的収入及び支出です。アの資本的収入は、予算額に対する収納

率１１１.９％、イの資本的支出は、予算額に対する執行率９５.６％。 

 ５ページです。ウの資本的収支状況です。資本的収入が資本的支出に不足した額、３億

４,１２７万９,２９６円について、消費税と資本的収支調整額などで補填した結果、内部留保

資金残高は、９億７,４１９万１,３７１円となりました。詳細は表を御覧ください。 
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 ６ページです。経営状況です。当年度の純利益は１億１,８４２万３,９０１円で、前年度よ

り１５０万９,９０５円減少していますが、当年度の未処分利益剰余金は、前年度と比較して、

２,８４２万３,９０１円増加しました。 

 （１）の収益内容です。収益に係る表が７ページです。アの営業収益は５億３,２５８万

１,７６３円で、総収益の８７.６％が給水収益です。イの営業外収益は６,７７４万２３３円

で、総収益の１０.１％が長期前受金戻入です。ウの特別利益は７７万７,６２５円で、固定資

産売却益と、その他特別利益。その他特別利益は、貸倒引当金の戻入益です。 

 ７ページです。（２）の費用内容です。費用に係る表は８ページです。アの営業費用は４億

４,４３９万７,９９８円で、大部分が減価償却費です。イの営業外費用は３,８２７万

７,７２２円で、ほとんどが支払利息及び企業債取扱諸費、具体的には企業債利息です。特別

損失はございません。 

 ９ページです。経営比率です。前年度と比較して、総収支比率及び営業収支比率で若干の減

少が見られます。なお、ここで経常収支比率、これは一般会計と逆で、１００％以上じゃなけ

れば損失が出るという形になっております。令和２年度の類似団体の指標と比較すると、全て

の指標で類似団体を上回っております。詳細は、表及び記述を御覧ください。 

 １０ページです。４の財政状況です。資産は、５９億６,３１７万１,４８７円で、前年度と

比較して５,０７２万３,４６２円の減少。負債は２６億３,７４２万４,４１８円で、前年度と

比較して１億８,９１８万９,０２０円の減少。資本は３３億２,５７４万７,０６９円で、前年

度と比較して１億３,８４６万５,５５８円の増加です。 

 （１）の資産です。資産に係る表、１１ページです。アの固定資産は４９億４,３９０万

４,３２０円で、主なものは、構築物、機械装置、建物です。イの流動負債は１０億

１,９２６万７,１６７円で、主なものは現金預金です。ウの繰延資産は該当ありません。 

 １２ページです。負債です。負債に係る表は１３ページです。固定負債１４億４,０７４万

８,０９３円で、１年を超えて償還期限が到来する企業債です。イの流動負債は２億

７,４３０万７,７１６円で、ほとんどが１年以内に償還期限が到来する企業債です。ウの繰延

収益は９億２,２３６万８,６０９円で、長期前受金です。 

 （３）の資本です。アの資本金２５億８,９４７万８,９０９円で、前年度と比較して１億

１,００４万１,６５７円増加しております。剰余金は７億３,６２６万８,１６０円で、前年度

と比較して２,８４２万３,９０１円増加しております。要因は、当年度の純利益です。 

 １４ページです。（４）の水道料金の未収状況です。水道料金の未収額は、旧簡易水道事業

からの引継ぎ分を含め、４９７件、５６２万１,９６２円。未納者に対しては、市水道事業給

水停止処分取扱い規定に基づき整理を進めた結果、未納件数は減少しました。 
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 平成２３年度から令和元年度までの１１件、３０万３,６３３円を不納欠損処分といたしま

した。前年度と比較しまして、件数は２件減少しましたが、金額は１７万３３７円増加してお

ります。 

 １５ページです。財務比率です。前年度と比較すると、自己資本比率が２.１ポイント、固

定資産対長期資本比率が０.１ポイント増加し、固定比率が３.９ポイント、流動比率が

２２.８ポイント減少しております。自己資本構成比率及び固定資産比率が改善、固定資産対

長期資本比率及び流動比率が悪化していると見ることができるかと思います。令和２年度で類

似団体の指標と比較すると、全てで類似団体より良好な指標と言えます。詳細は、表及び記述

を御覧ください。 

 １７ページです。資金状況です。キャッシュフロー計算書、これが１８ページに記載してお

ります。キャッシュフローは、１事業年度における資金、現金預金なんですが、の流れを表示

したものです。 

 １の業務活動によるキャッシュフローから、３の財務活動によるキャッシュフローまでを加

減した結果、資金増加額２億１,３２４万４,５９８円が算出され、これに資金期首残高７億

９,８７２万７,９３０円を加算した資金期末残高１０億１,１９７万２,５２８円は、この資料

の１１ページの流動資産の現金預金と一致いたします。 

 １９ページです。審査結果及び意見です。審査に付された計算書類は、関係法令に基づいて

作成されており、実施した審査の範囲において、計数は正確で、会計事務はおおむね適正に処

理されていたと認めます。 

 現状についてです。経営状況については、経営比率が前年度と比較して総支比率及び営業収

支比率が減少しておりますが、全ての指標が１００％以上であり、健全な経営状況にあると思

われます。 

 財政状況については、財務比率が前年度と比較して、固定資産対長期資本比率及び流動比率

において、悪化していると見ることができますが、固定資産対長期資本比率は１００％以下で

あり、流動比率は理想とされる２００％を超えているので、問題ないと思います。なお、固定

比率が１００％を超えていますが、固定資産対長期資本比率が１００％を下回っているため、

長期的な資本の枠内の投資が行われていると見ることができます。 

 水道料金の収納率については、前年度より上昇し、県内で高い順位を維持しております。有

収率については、前年とほぼ同水準ですが、類似団体と比べ、依然低い状態です。 

 資金収支の状況を示すキャッシュフロー計算書です。これは、業務活動がプラス、投資活動

及び財務活動がマイナスが健全なパターンとされておりますが、投資活動がプラスとなりまし

た。これは、令和２年度に実施した災害復旧事業に係る国庫補助金が、令和３年４月２８日に
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振り込まれたため、令和３年度に計上したことによるものです。企業会計には出納整理期間が

ないため、制度上の問題ではないかと思います。 

 ちなみに、国庫補助金が事業実施年度に収納されたと仮定すると、投資活動によるキャッシ

ュフローは、令和２年、令和３年ともに健全とされるマイナスとなっております。 

 今後の対応についてです。今後、人口減少に連動し、給水収益の減少が予想される一方、有

収率の向上の観点からも、老朽化した管路の更新は喫緊の課題と思われます。令和元年東日本

台風に係る災害復旧を優先させたことにより、１年実施を遅らせた水道管路更新計画に基づく

施設更新に着手したところであり、施設更新により、本市の課題である有収率の向上が期待で

きることから、着実な推進を願うものです。 

 水道事業が、独立採算制の企業会計であることを踏まえ、引き続きコストを意識した経営に

努めてください。また、給水人口の減少を踏まえ、施設の統廃合等の検討など合理化を進め、

水道施設の維持管理に係る経費削減についても努力願います。 

 水道事業の安定的な運営に今、豊富な経験、知識や技術を有するスタッフが必要不可欠と思

います。技術や知識の継承が図れるよう、人材の継続的確保や育成の仕組みの構築をお願いし

ます。 

 近年、自然災害の頻発など、新たな課題も出現しておりますが、引き続き市民の安全安心な

水の確保に尽力されることをお願いし、私の全ての決算審査結果の報告を終了いたします。あ

りがとうございました。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明及び代表監査委員による決算審査結果の報告が

終わりました。 

 お諮りいたします。質疑については、議会運営委員会の決定に基づく日程のとおり、９月

１２日に行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、令和３年度決算の質疑については、９月１２日に行うことといたします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋井由放）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は明日午前

１０時に開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

［午後 ４時０４分散会］ 
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